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事業概要 

 

１．事業趣旨 

日本とドイツとの青少年教育の現状や取組を理解し、両国の指導者が意見交換する

ことを通して、青少年教育指導者の資質や能力の向上を図る。 

 

２．実施関係機関 

（１）主催 

日 本：文部科学省 

ドイツ：家庭・高齢者・女性・青少年省 

（２）実施 

日 本：独立行政法人国立青少年教育振興機構 

ドイツ：Ａ１ ドイツ連邦共和国国際ユースワーク専門機関 

Ａ２ ベルリン日独センター 

 

３．研修テーマ 

  共通テーマ：社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み 

Ａ１テーマ：若者を取り巻くメディア環境 －課題と解決に向けた取り組み－ 

Ａ２テーマ：子どもと若者の貧困 －課題と解決に向けた取り組み－ 

 

４．参加人数 

（１）派遣 

 Ａ１：６名、引率者１名 

Ａ２：７名、引率者１名 

（２）受入 

 Ａ１：８名、引率者１名 

Ａ２：８名、引率者１名 

 

 ５．日程 

（１）派遣 

   事前研修   ９月３０日（土） ※オンラインで開催 

派遣    １０月２９日（日）～１１月１２日（日）１５日間 

（２）受入 

日本受入   ６月 ３日（土）～ ６月１７日（土）１５日間 
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１. Ａ１参加者名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１日独青少年指導者セミナー日本団 

 

 

 氏  名 
所  属 

役  職 

団長 藤原 一成 
国立中央青少年交流の家 

所長 

１ 大家 恵利菜 
品川区立冨士見台児童センター 

児童指導 

２ 柿沼 由佳 
千葉県消費者生活相談員の会 

会長 

３ 狩谷 順子 
国立磐梯青少年交流の家 

総務係員 

４ 田宮 佑菜 
富士フイルムロジスティックス株式会社 

物流企画 

５ 西岡 敬三 
国立淡路青少年交流の家 

所長 

６ 道上 裕子 
NPO 法人豊中市青少年野外活動協会 豊中市立青少年自然の家わっぱる 

所長 
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２．Ａ１日程 

 

月 日 滞在地 時間 プログラム 

10 月 28 日 

（土） 
千葉 夜 成田国際空港 発 

10 月 29 日 

（日） 

フランクフルト 

ケルン 

午前 

午後 

 

フランクフルト国際空港 着 

ケルンへ移動 

打ち合わせ 

10 月 30 日 

（月） 

ケルン 

及び 

ボン 

午前 

 

午後 

夜 

講義：ドイツにおける青少年援助と青少年政策の役割と仕

組み 

団別オリエンテーション 

歓迎夕食会 

10 月 31 日 

（火） 
ケルン 

午前 

 

午後 

 

訪問：ノルトライン＝ヴェストファーレン州若者メディア

文化機関 

訪問：ユースセンター・ドット・デジタル 

団ミーティング 

11 月 1 日 

（水） 

ケルン 

及び 

フュルト 

午前 

午後 

 

フュルトへ移動 

訪問：ユースメディアセンター・コネクト 

地方プログラムオリエンテーション 

11 月 2 日 

（木） 
フュルト 

午前 

午後 

 

訪問：フュルト市庁舎 

訪問：登記社団 FabLab フュルト地方 

団ミーティング 

11 月 3 日 

（金） 

ニュルンベルク 

及び 

フュルト 

午前 

午後 

 

夜 

訪問：ニュルンベルク工科大学 

訪問：Isento プロジェクト Pib 

団ミーティング 

ホストファミリー対面式、ホームステイ 

11 月 4 日 

（土） 

フュルト 

及び 

その近郊 

終日 ホームステイ 

11 月 5 日 

（日） 
フュルト 

午前 

午後 

 

 

ホームステイ 

ホストファミリーとの昼食会 

自主研修 

団ミーティング 

11 月 6 日 

（月） 

フュルト 

及び 

ニュルンベルク 

午前 

午後 

 

訪問：ツィルンドルフ中等学校 

訪問：ミッテルフランケン地方メディア専門相談機関 

   パラボル・メディアセンター 

11 月 7 日 

（火） 

フュルト 

ベルリン 

午前 

午後 

ベルリンへ移動 

団ミーティング、学習成果発表会準備 

11 月 8 日 

（水） 
ベルリン 終日 団ミーティング、自主研修 

11 月 9 日 

（木） 
ベルリン 

午前 

午後 

 

 

学習成果発表会準備 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念会議 

学習成果発表会 

ドイツ団との意見交換 

11 月 10 日 

（金） 
ベルリン 

午前 

午後 

ドイツ団との意見交換 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典 

11 月 11 日 

（土） 
ベルリン 午後 ベルリン国際空港 発 

11 月 12 日 

（日） 
千葉 午後 成田国際空港 着 
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３．Ａ１ダイジェスト 

 
2023 年度 日独指導者セミナー（A１）ダイジェスト 

テーマ「若者を取り巻くメディア環境 ～課題と解決に向けた取り組み～」 

 

派 遣 研 修：2023 年 10 月 28 日（土）～11 月 12 日（日）  

派遣渡航先：ケルン、フュルト、ベルリン 

受 入 機 関：ドイツ連邦共和国国際ユースワーク専門機関（IJAB）・ベルリン日独センター（JDZB） 

事 業 担 当：クラウディア=ミエツォフスキ（IJAB）、ハシュケ暁子 

 

10 月 30 日（月）ケルン 

【登記社団ドイツ連邦共和国国際ユースワーク機関（IJAB）】 

講演：「ドイツにおける青少年援助と    A1 テーマ講演：「若者を取り巻くメディア環境 

青少年政策の役割と仕組み」            – 課題と解決に向けた取り組み」 

講師：クラウディア=ミエツォフスキ         講師：ダニエル・ハインツ（登記社団ノルトラ 

イン=ヴェストファーレン州若者メディ 

ア文化機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケルンやケルン周辺に住む過年度団員との歓迎夕食会】 

 過年度のドイツ団との交流で、ドイツ研修の期待が高まった。 
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10 月 31 日（火）ケルン 

【ノルトライン＝ヴェストファーレン州若者メディア文化機関訪問】 

取り組みの紹介をお聞きし、職員との意見交換及び実際に事業の一部を体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

【ユースセンター・ドット・デジタル訪問】 

 ユースセンターの取組を学び、若者編集部代表者と意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

11 月１日（水）ケルン（移動）／フュルト 

【ユースメディアセンター・コネクト訪問】 

 子ども、若者、教育関係者、学校を対象としたメディア教育の取組を学んだ。 

 

 

11 月２日（木）フュルト 

フュルト市庁舎訪問 

 

 

 

11 月２日（木）フュルト 

【フュルト市庁舎訪問】 

 フュルト市社会・青年・文化担当官へのご挨拶と市庁舎見学を行った。 
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【事業の紹介：Playing Culture（プレイイング・カルチャー）】 

 ユダヤ博物館との共同プロジェクトの紹介及び実際にゲームを体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

【登記社団 FabLab フュルト地方を訪問】 

 本物の体験ができるクリエイティブな交流の場を見学した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月３日（金）ニュルンベルク／フュルト 

【ニュルンベルク工科大学訪問】 

 人工知能を活用したソーシャルワークやオンライン相談の取組を学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

【Isento | プロジェクト Pib 訪問】 

 教育におけるロボット工学と人工知能の活用方法について学んだ。 
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11 月 4 日（土）フュルトとその近辺 

【ホストファミリーデー】 

周辺の観光、サイクリングや料理などホストファミリーと交流した。 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 5 日（日）フュルト 

【ホストファミリーと昼食・日本団出し物披露】 

 和やかな昼食後、日本団の出し物としてラジオ体操を行いホストファミリーと交流した。 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 6 日（月）フュルト／ニュルンベルク 

【ツィルンドルフ中等学校訪問】 

授業におけるメディア教育の先駆的な取り組みを行っているモデル校の授業の見学及び交流 

 

 

 

 

 

 

 

【ミッテルフランケン地方メディア専門相談機関およびパラボル・メディアセンターを訪問】 

 就業前教育における eスポーツとメディア教育について学び、実際の取組を元に意見交換を行った。 
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11 月 7 日（火）フュルト（移動）／ベルリン 

【移動及び日本団ミーティング】 

 フュルトでの地方プログラムを終えベルリンへ移動。成果発表会に向け日本団ミーティングを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 8 日（水）ベルリン 

【自主研修】 

 各自でベルリンを散策し、休養をとった。 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 9 日（木）ベルリン 

【日独青少年指導者セミナー50 周年記念会議】 

 ベルリン日独センターにて 50 周年記念会議に出席し、ドイツ団や様々な機関の方と交流した。 

 

 

 

 

 

 

 

【日本団による学習成果発表会（全体会）】 

 研修の学習成果を発表した。 
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【日独団員による意見交換会：ドイツ団との交流とディスカッション】 

ドイツ団とメディア教育について意見交換を行った。（10 日の午前中も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 10 日（金）ベルリン 

【日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典】 

式典に出席し、日本芸能の鑑賞や出席者との交流を楽しんだ。 

 

 

 

 

 

 

11 月 11 日（土）ベルリン→日本 
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４．Ａ１学習成果発表会 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 ■氏名：大家 恵利菜 

■勤務先（役職）：品川区子ども未来部子ども育成課冨士見台児童センター 

■現在の仕事内容：児童指導として児童館で乳幼児親子から小学生、中高生の居場所提供、プログラムの実施、

相談対応など 

■ドイツで学習したこと 

 幼少期からメディア教育に力を入れており、デジタル機器やインターネットの使い方、またオンラインでのコ

ミュニケーションの取り方などを幼少期のうちから指導をしていることに驚いた。コンピューターゲームや

SNS を悪とするのではなく、危険性やリスクを出来るだけ早い段階で理解し、上手に活用出来るように指導す

ることが重要ということを学んだ。また当事者である子どもだけに伝えるのではなく、その保護者にも危険性や

安全な使い方を理解してもらい、子どもと保護者の間に入り文化を繋げていくというのはとても興味深かった。 

子どもたちの声を聞くこと、若者の声が反映されることを大事にしていること、幼少期からの民主主義教育や、

若者の政治への関心など、学校外の青少年教育においてドイツが力を入れている点について学ぶことが出来た。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

今回のドイツ訪問でメディアとの付き合い方だけでなく、子ども・若者と関わる職員の意識の高さや、子ども

と一緒に創り上げていく事業の取り組み方、専門性の高い設備、施設の多様な運用形態、若者文化を発信するユ

ースセンターの重要性など、非常にたくさんのことを学んだ。特にインターネットやゲームとの付き合い方につ

いては、児童センターでも度々話題になっており、遊びや仲間作りのツールである一方で、トラブルが付き物で

ある。今回訪問したユースセンターでは、問題が起きてから職員が指導をするだけでなく、デジタルレジリエン

スの習得を目標に子どもと楽しみながらルール作りや指導をしていることは非常に興味深かった。帰国後、職場

で新たな取り組みなどはまだ出来ていないが、今後仕事の企画をする際や子どもたちに指導をしていく際に参考

にしたい考え方だと感じた。ゲーム等を悪とするのではなく、ポジティブな体験を伝えながら、職員として子ど

もと保護者の仲介役を務めていきたい。 

今回訪問したどの施設でも、本物の機材を数多く揃えていることに驚いた。ゲームPCなどの機器や、レコー

ディング機材、3Ｄプリンター、動画作成のための部屋など、子どもたち、若者たちが本物に触れる機会を大切

にしており、大人でも羨ましいと思うような設備だった。自分たちでは中々アクセスで出来ないものに対して、

ユースセンターや様々な施設が場所や手段を提供することを大事にしており、居場所以外の役割も体感すること

が出来た。またそれらは趣味や娯楽として楽しむだけでなく、認めてもらうこと、仲間に技術を伝えることへと

繋がり、成功体験が社会参画に繋がる、というドイツの考えに非常に感銘を受けた。予算も限られている中で児

童センターに高価な機材を揃えることは容易なことではないが、その先の未来が社会へ還元されるという考えは

良いものだと感じた。日本ではまだユースセンターやユースという言葉の認識が弱いが、その可能性を今回のド

イツ訪問で強く感じることが出来た。 

ドイツで面白いと感じた取り組みや設備は、課題解決のためや、若者たちの声から生まれたものなど、実施や

設置まで時間をかけて丁寧に計画を立てて実施しているものが多く、職場で突発的に実施することは難しい。そ

のため、まずはドイツで感じたことや、児童センターとドイツのユースセンターの違いなどを職員へ発信すると

ころから少しずつ取り組んでいきたい。品川区では新たに若者支援施設を作る構想が始まったため、ドイツでユ

ースセンターを訪問出来たことはとても刺激になった。これからの児童センターでの職務や若者施設構想に少し

でも力になれるよう、学んだことや得た経験を自分だけのものにせず、職員へ発信し、品川区全体の子ども若者

支援に繋げていきたい。 

■今度行いたいこと 

 メディアのテーマに関わらず、青少年教育に携わる仕事をする上で「考え続けることが大事」とい

う話しが印象に残った。子どもたちの居場所の在り方や、自己実現を社会参画に繋げるための多様な

プログラムなど、自分が所属する児童センターでも意識をしていきたいと感じた。訪問先で自身の仕

事について楽しそうに紹介される皆さんや、2 週間共に過ごした日本団の皆さんとの交流を経て自分

の仕事への思いも見つめ直すことが出来た。目の前の子どもに対しても、日々の業務に対しても情熱

を持って仕事をしていきたい。また今後も研修での学びを忘れずに、広い視野を持って職務にあたり

たい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：柿沼 由佳 

■勤務先（役職）：日本女子大学（学術研究員）、千葉県消費生活相談員の会（会長） 

■現在の仕事内容：消費者問題（特にネットトラブル）の研究、消費生活相談員、国の研究会委員等 

■ドイツで学習したこと 

テーマ「社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み」 

Ａ１：若者を取り巻くメディア環境‐課題と解決に向けた取り組み 

 ・日本とドイツとの青少年教育の現状や取組の理解 

・両国の指導者が意見交換することを通して、青少年教育指導者の資質や能力の向上を図る 

・メディアに関する課題とその解決への取り組み、及び、メディア環境の変化に対応する青少年教育の取り

組み等について学び、専門家との意見交換を行う 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか。 

子どもを取り巻く、メディア環境の課題としては、ゲーム障害、ダークパターン、フェイクニュース、などが

あげられ、若者を取り巻く課題は日本と共通点が多いことがわかりました。 

ドイツは青少年のメディアリテラシーについて法律で明記され政策項目の一つとされていますが、日本では残

念ながら法律での規定はありません。日本の学校において情報活用能力の学習は行っていますが、それだけでは

足りてるとはいえず、ネットを通じたトラブルが起こっています。家庭においてもディアリテラシーを身に付け

させるまでの知識を保護者は持っていないのが現状です。 

ドイツでは学校での学びの場や経験だけでなく、学校外でのメディアリテラシーを学ぶ機会があります。地域

に支援する場や支援してくれる人がいます。 

本研修において多くのメディアリテラシーの担い手に出会いました。中学生、高校生などの若者やリタイアメ

ントとした高齢者など様々な人々がかかわっていますが、皆自分の行っていることに誇りをもち何よりも楽しん

で取り組んでいることがうかがわれました。また、こどもたちの意見を受け入れて自発的に行動させる気風も感

じられました。単にメディア環境において保護するだけではなく、自らがどのようにネットなどを利用していけ

ばよいのか理解し自律する力を身につける力を養い、さらに就学前の子どもからメディア教育を行う重要性を上

げ実践していました。その学びが、地域や社会での次世代を担う力を身に付けることにもなっています。 

日本では、子どもたちは放課後や休日は塾や習い事が忙しく、学校外の青少年活動に参加する機会はイベント

に過ぎず課題と感じました。また、青少年の意見を聞くことまではしても、指導者がその意見を覆してたり、指

導者が失敗を恐れて任せてやってもらうところまでには至っていません。持続可能性の観点からも日本で欠如し

ている一要因と思いました。 

青少年を導くものとして、子どもたちにメディアリテラシーを育ませるためには、トラブル解決法を理解し、

また消費分野における動向にも視野を広げて検討していくことが必要です。まずは子どもと同じ目線でメディア

について向き合い、講座を実施するようにしていくこと、指導者仲間を増やしていくように努めたい。 

■全体を通して今後行いたいこと 

 ドイツにおけるメディアリテラシーについて、今後も研究を継続して行うとともに、メディアリテラシーと関

わりのある消費者教育、金銭教育の分野においても調査・研究を行いたい。特にドイツはキャッシュレス決済が

日本以上に使われていない。推進を阻んでいるものは何なのか調べていきたい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：狩谷 順子 

■勤務先（役職）：国立磐梯青少年交流の家 総務係員  

■現在の仕事内容：本部及び外部機関との連絡調整、人事に関することを担当 

■ドイツで学習したこと 

①メディアのプラスの面に注目した学習 

 ドイツではメディアに触れることをマイナスに捉えるのではなく、若者が社会参画するための一つのツールと

して捉えている。若者の社会参画とは自分で考える力を身につけ、自己決定し、行動を具体的に実施し、社会を

形成することである。自分で考える力を身につけるためには、物事の本質を見極め、理論的に思考する「クリテ

ィカル・シンキング（批判的思考）」を身につける必要があることが研修を通してわかった。 

②「得意」を活かす教育と専門性の高い支援者 

 指導者や青少年教育団体に所属する若者との対話の中で、若者は課外活動を通じて自分の特技や得意なことを

発見し、将来に結びつけていることがわかった。メディア教育において、青少年が自分の興味・関心に沿った学

習をするためには、本物の体験ができる場の提供と支援者の高い専門性が必要であることがわかった。専門性と

は、メディアの特性を理解し活用できることやデジタル機器を活用できる技術を習得していること、それらを教

育に結び付けられることが挙げられる。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

①研修報告会の実施 

 国立磐梯青少年交流の家において研修報告会を実施した。報告会には、教員や大学職員が出席した。研修で学

習したことや今後活かしたいことを中心に、ドイツの文化や歴史、出会った人々と話す中で感じられた価値観を

実際の経験を踏まえながら発表を行った。質問の時間を設け、ドイツ

の学校においての放課後の課外活動の様子やドイツと日本におけるメ

ディア教育の捉え方の違い等の質問があった。課外活動では青少年が

部活動ではなく地域の青少年団体に所属して活動している事例やドイ

ツではメディアを活用することで、学校においては学習を深め、効率

的に授業を進めることができ、青少年教育団体においてはクリエイテ

ィブな活動に活かしていることを伝えた。今回の発表のみならず、業

務に活かせることがあればその都度職員同士で話し合い、より良い施

設運営のために役立てていきたい。（写真：報告会の様子） 

②メディアの適切な活用方法を広報活動に活かす 

 自分自身、SNS やインターネットの情報に影響を受けてしまうことがある。メディア教育の支援者として、

まずは自らが気づくことが第一歩であるとドイツ団との意見交換の際に学ぶことができ、なぜ影響を受けてしま

うのか考えるきっかけとなった。 

国立磐梯青少年交流の家では、ホームページやSNSを活用して広報活動を行っている。閲覧数を増やすため

の方法や記事を掲載する上での注意点など、メディアの特性を理解した上での広報活動が必要であると考えてい

るため、メディアへの適切な接し方を学習し、適切な活用方法を身につけ広報業務に役立てたい。 

③メディア教育に関する研修の提案 

 メディア教育の重要性が高まる中、職員がデジタル機器の活用方法やメディアリテラシーを学ぶことのできる

機会を増やす必要があると考えている。今回の研修において、メディアのプラスの面を学ぶことで、より深い学

習に結びつくことがわかったため、メディアの活用方法を学べる研修を提案したい。また、ドイツにおいてデジ

タル機器を活用した学習や事業を実施する際に、使用について保護者の理解が得られにくいことが課題であると

いうことがわかった。日本でも同様のことが考えられるため、保護者へのメディア教育を支援している事例も探

していきたい。 

メディア教育の重要性を考えることのできる青少年教育者や保護者が増えれば、青少年はメディアを活用した

新しい取組を提案できる機会が増え、現在の学習をより深めることのできる可能性があるため、メディア教育に

関する研修を推奨していきたい。 

■今度行いたいこと 

 研修で訪れた登記社団 FabLab は、日本にも何箇所か拠点がある。そのようなメディア教育の推奨やテクノ

ロジーに触れる機会を提供している団体を実際に訪れ、青少年教育者としてコネクションをつくり当施設の運営

に役立てていきたい。 

また、今回ドイツでの訪問先で出会った指導者の方々、ドイツ団の方々との貴重な繋がりを絶やさないように

今後も連絡を取り合っていきたい。今後の交流の中で、日独の青少年教育をさらに発展させていけるように意見

交換を行いたいと考える。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：田宮佑菜 

■勤務先（役職）：富士フイルムロジスティックス株式会社（現：DMG森精機株式会社） 

■現在の仕事内容：工作機械会社の修理復旧部門にてアフターサービス業務に従事 

■ドイツで学習したこと 

 

・社会課題を解決するために教育がいかに重要かということ 

・一見ネガティブに捉えがちなものを逆に活用する手法（例：ゲームを教育分野に取り入れる） 

・教育によって次世代が形成され、更にその世代が後世へ伝えていくことにより、社会に好循環を生み出せると

いうこと 

・教育や社会貢献事業は一方通行ではなく、行う側と享受する側、相当にとって利益をもたらすものであるとい

うこと 

 

同じ「青少年とメディア」というテーマに対する取り組みであっても、ドイツと日本では姿勢が全く異なるのが

大変興味深かったです。具体的には日本ではメディアを排除しようとするのに対し、ドイツでは教育活動の一部

として取り入れておりました。例えばメディアリテラシーに関する知識をゲームで習得できるようにする、など

です。どちらが良いという話ではなく、日本式の「メディアから離れる能力を身に着ける」活動と、ドイツ式の

「メディアを教育分野に活用する」という２要素が合わされば、より良い教育活動ができるのではと感じました。 

また、課題面では両国共通する点も多くあり、今後の交流促進と協力関係の更なる構築により、共に解決に向け

て取り組んでいけるのではと感じました。 

 

また、テーマとは逸れますが、「批判的思考を身に着けさせる」「子どもの自己決定を重視する」というお話を多

くの訪問施設にて伺いました。一方的に大人から青少年へ教育するというのではなく、あくまでも青少年の意見

を尊重した上で、上記のような姿勢が共通認識として青少年教育者の皆さんの中にある事に感銘を受けました。 

 

 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

 

成果発表会をはじめとした学習内容の共有の場を設け、本テーマに関してまずは興味を持ってもらうように努め

ています。私自身も本事業に参加するまで日独の取り組みを詳しく知らず、知識に触れるきっかけ作りが必要だ

と感じているからです。私自身もメディアや青少年教育の専門家ではないので、周囲の人との話し合いを通じて

理解を深め、新たな発見ができていると感じています。 

■今度行いたいこと 

 

まず、メディアや青少年教育に関して日独の枠にとらわれず、その他の国々の状況や取り組みも学んでいきたい

です。その為に関連書籍の精読や学びの場へ積極的に通う事をしたいと考えています。その上でアウトプットと

して、実際にボランティアなどの団体にて青少年教育に関わる活動をしたいと考えています。 

23



「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 ■氏名：西岡 敬三 

■勤務先（役職）：独立行政法人青少年教育振興機構国立淡路青少年交流の家 所長  

■現在の仕事内容：青少年の健全育成のために宿泊型施設への利用者の受入や教育事業を企画・立案・実施する等、施設を管理運営し

ている。 

■ドイツで学習したこと 

① メディアに関する課題への組織的な取組 

 現代社会の喫緊の課題と位置づけ、法整備等連邦（国家）レベルでの教育の分野だけではない広範な展開がなされ

ていた。具体的には、各中核都市には「ユースセンター」等が設置され、充実した施設と専門性の高い職員を有し、

近隣学校や企業、団体等と連携しメディア教育のハブとして機能していると感じた。 

② メディア教育について異なる日独の取組 

ドイツにおいては、主に“社会教育”の領域でメディア教育を推進しており、取り扱う内容もSNS、ゲーム、音楽・

ダンス、ロボット等子供の興味関心に沿ったテーマで、ポップカルチャーも積極的に活用している印象であった。“学

校教育”において、規範を重視する日本との差異を感じたが、デジタル端末の普及等は日本が充実していると思われ

る。 

③「早期メディア教育」への取組 

“メディアリテラシー”を基本的な権利の１つと位置づけ、「メディアセンター」等の施設で０歳からの教育にも

取り組んでいることは、ドイツの特徴であると感じた。親子で興味を持って学べるよう、昆虫型のロボットを使った

プログラミング体験や日本のキャラクターを活用したアニメーション作成体験等、熱意を持って創意工夫を凝らした

教育活動が展開されている。 

④ 専門性の高い人材育成への取組 

ニュルンベルク工科大学では、同大学で社会学を学んだ者が地域の「ユースメディアセンター」の職員として勤務

し、同大学生をインターンシップとして受け入れている。また、事業に参加した若者がボランティアやインターンシ

ップでセンターの運営に参画する等実践的な人材育成が行われていると感じた。 

⑤ 日独交流について 

この度の研修は、日独青少年指導者セミナー50 周年に当たる記念すべきものであり、現地で本研修事業の伝統と

重要性を認識した。このような記念すべき交流団の一員であったことや日独友好の一助となったことを誇りに思う。 

 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

① 情報の共有 

 上記で指摘したような現地視察や懇談等で得られる情報は大変貴重なものであり、体験によってのみもたらされる

ものである。体験活動の重要性を標榜している当所としては、先ずは職員対象の報告会でメディア教育に関する情報

共有を図り、青少年教育指導者を中心に更なる普及を考えている。特に日本でも野外体験活動の分野にＩＣＴ技術を

導入する研究もなされており、野外体験活動指導者への情報共有も重要であると考え、協議会加盟施設にこの分野で

先導的な施設もあることより、近畿地区青少年教育施設協議会等への情報共有も模索している。 

② 社会への情報発信 

 当所は青少年教育施設として学校を中心に年間約10万人が利用する施設であり、地域や学校、社会に対する影響

力は小さくないと考える。今回のドイツで見学した様々な取組等メディア教育に関する知見は、積極的に発信してい

くことも当所の使命と考え、ＨＰやＳＮＳ、あるいは利用団体の指導者に口コミ等で伝えていく。ＨＰについては、

次年度料金改定もありリニューアルを計画中であることより、「メディア教育」にかかるページを創設することも検

討している。 

③ 当所研修支援、教育事業等への活用 

 この度の研修で学んだ内容については、現地での取り組みそのものや、メディア教育への考え方や姿勢、指導者の

育成等大いに活用できる内容であったと感じていることから、順次研修支援プログラムへの応用や教育事業企画のヒ

ントとして利用を始めている。特にe-スポーツのような「若者カルチャー」をテーマにした教育事業を企画し、可能

であればこの度訪問したユースメディアセンター等と連携し事業を実施できればと思い、現在事前調査を行ってい

る。 

■今度行いたいこと 

① 国際理解の一助とする 

実際に外国に長期滞在し交流を深めた経験を基に、2025 大阪関西万博を契機に、増えるであろう当所への外国か

らの利用者の受入に活かしたいと考えている。 

② 本事業参加者募集勧奨する 

この度は非常に価値のある体験機会を与えていただいたと感じていることより、次年度以降の参加者募集に尽力し

たいと考えている。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 ■氏名：道上裕子 

■勤務先（役職）：NPO法人豊中市青少年野外活動協会 （豊中市立青少年自然の家わっぱる 所長）  

■現在の仕事内容：自然の家の管理運営（利用対応・指導、森林・キャンプ場・宿泊棟を含む施設・設備の管理・整備・営繕、
主催事業の企画・運営、ボランティア含むスタッフ育成、市担当部局との連絡・調整など） 

■ドイツで学習したこと 

ケルン、フュルトでのメディア教育の取組事例を多く見せていただきました。タブレットを用いたゲームなど

も体験させていただきましたが、ゲームやネットなどに対する大人（指導者）の感覚がとてもポジティブだった

ことが印象的です。ゲームをしない私には、どの体験もとても新鮮でした。みんなで楽しく遊んだり使ったりす

る体験を通じて、どのような使い方が適切か、どのような危険があるかといった、いい面と悪い面の両方をバラ

ンスよく学び、メディアリテラシーを高められる環境を作っておられました。 

各地のユースセンターは、日本の児童館のイメージに近いように感じましたが、児童館が小学生、または未就

学児とその保護者を主な対象としているのに比べ、27 歳までの青年を対象にしているところが多く、対象に合

わせて、ライブ配信やeスポーツができる器材など、設備も充分に整えられていました。また、そこで働く方々

は、専門的な教育を受けており、青少年の興味・関心に寄り添う姿勢と、自分たちは教育者だという強い思いを

持っておられました。メディアに関する教育活動はもちろん、ゲームイベントなどの運営を青少年に任せるとい

う手法を通じて「自分の意見を持って社会参画ができる人」を育てるという目的に向かっておられました。学校

外の居場所（ハード・ソフト両面で）の充実と、教育のプロの配置は、不登校児童・生徒が増えている日本でこ

そ、実現する必要があるのではと感じました。 

また、ディスカッションの時間には、「日本の民主主義教育はどのように行われているか？」という質問をよ

く聞かれました。民主主義という単語は、日常でも自分たちの活動でも使ったことがなく、自分がどのように学

んできたかの記憶もなく、学校でどのように教えられているのかも知らず、考えたこともなかったということに

気づかされました。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

①野外活動施設でのメディア教育というと、医療施設等と連携して、ネット依存の傾向にある子ど

もたちを対象とした、脱スマホキャンプの事例が各地で展開され始めています。いつかやってみ

たい、とぼんやり先延ばししていましたが、2025年度の事業実施に向けて必要な準備を具体的に

進めることにしました。 

②また、小中学校では 1人 1台タブレットを持っているという点を活かした、林間学校向けのプロ

グラムを考えることにしました。来年 4月に打ち合わせが始まる際には、提案できるように準備

を進めています。野外に来たら野外体験を、と考える先生は多いですし、私もそのように考えて

いました。ドイツでたくさんの熱心な指導者の方々から、ポジティブなメディア体験事例をお聞

きしたり、体験させていただき、メディア教育について理解が進んだと同時に、メディアと体験

を対立して捉えるのではなく、補完し合う関係で考えるという視点を得ました。自然体験は「今

ここ」で起こっていることを重視する活動で、メディア体験は「いつでもどこでも」再現可能な

活動、というそれぞれの特性をうまく組み合わせて、教科教育にも役立つような展開を目ざしま

す。 

③不登校の小中学生への支援策として市が実施している創造活動に、市内青少年団体とともに関わ

り始めたところです。2 月には私たちの団体が実践の回です。さまざまな理由で学校教育の場を

離れている子どもたちが、体験を通じて自己肯定感やレジリエンスを高められるよう、「学校外教

育の指導者としての関わり方」を改めて考えていきます。 

④職員（特に若い職員）に向けて、自分の意見を述べる機会を定期的に設けることにしました。12 月には職員

全員がそれぞれの業務に関する発表を行なうことはやってきましたが、それに加え、毎月の定例ミーティング

では、輪番で自分の関心のあるテーマについて考えて発表することを取り入れました。意見を述べることに慣

れてきたら、自分の関心ではなく、社会的なテーマを設定していきたいと考えています。 

⑤直接業務に直結しているわけではないですが、民主主義の歴史に関する動画視聴を始めました。 

■今後行いたいこと 

行ってみたいところは早く行く。やってみたいことはどんどんやる。 

海外に出て、日本のことを知らないことにも気づきましたし、異なる文化や景色に出会ってドキドキわくわくす

る気もちも感じました。日常に埋没しがちですが、計画的にチャレンジする時間を作って、自分を活性化させて

いたいです。 

ホストファミリーはじめ、知り合った方々とのご縁を大切にする。 

とても親切にしていただき、お世話になりました。これからもご縁を繋げていきたいです。 
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６． Ａ２参加者名簿 

 

 

 

Ａ２日独指導者セミナー日本団 

 氏  名 
所  属 

役  職 

団長 北島 直幸 
国立大洲青少年交流の家 

次長 

１ 秋吉 和代 
北九州市役所 子ども家庭局子ども総合センター 家庭復帰支援係 

主任 

２ 粟国 宏文 
沖縄県子ども生活福祉部保護・援護課 

主任 

３ 池 由規香 
高知県女性相談支援センター 

女性相談員 

４ 川原 吉恵 

東京都世田谷区教育委員会  

教育政策・生涯学習部生涯学習課社会教育係 

社会教育指導員（社会教育士／学芸員） 

５ 齊藤 ゆか 
神奈川大学 人間科学部 

教授 

６ 徳田 義盛 
児童養護施設わこう 

施設長 

７ 山本 由紀子 
千葉県立特別支援学校流山高等学園 

特別支援コーディネーター・副教務 
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７．Ａ２日程 

 

月 日 滞在地 時間 プログラム 

10 月 28 日 

（土） 
千葉 夜 成田国際空港 発 

10 月 29 日 

（日） 

フランクフルト 

ケルン 

午前 

午後 

 

フランクフルト国際空港 着 

ケルンへ移動 

打ち合わせ 

10 月 30 日 

（月） 

ケルン 

及び 

ボン 

午前 

午後 

 

 

 

夜 

講義：ドイツにおける青少年援助と青少年政策の役割と 

仕組み 

ｵﾝﾗｲﾝ講義：子どもと若者の貧困～ドイツにおける現状と 

課題 

団別オリエンテーション 

歓迎夕食会 

10 月 31 日 

（火） 

ライプツィヒ 

及び 

アルテンブルク 

午前 

午後 

ライプツィヒ・アルテンブルクへ移動 

団ミーティング 

11 月 1 日 

（水） 
アルテンブルク 

午前 

午後 

訪問：アルテンブルク郡若者職業サービスセンターLevel3 

訪問：州立エーリヒ・メーダ―学校 

11 月 2 日 

（木） 
アルテンブルク 

午前 

午後 

 

 

訪問：登記社団福祉協会イノヴァ 

訪問：ヨハネ騎士団災害支援 北アルテンブルク地区子ど

も・若者居場所所属サンバチーム打楽器隊「コモ・ヴ

ェント」 

11 月 3 日 

（金） 

アルテンブルク 

及び 

ベルリン 

午前 

午後 

 

訪問：アルテンブルク郡庁社会福祉・青少年・保健局 

ベルリンへ移動 

ホストファミリー対面式、ホームステイ 

11 月 4 日 

（土） 

ベルリン 

及び 

その近郊 

終日 ホームステイ 

11 月 5 日 

（日） 
ベルリン 

午前 

午後 

ホームステイ 

ホストファミリーとの茶話会 

11 月 6 日 

（月） 
ベルリン 

午前 

 

 

午後 

 

訪問：ベルリン市ベタニエン芸術家会館内 北クロイツベ

ルク地区親子グループ保育施設「プレイルーム」 

訪問：小学生プロジェクト「ベタニエン」 

訪問：ベルリン州リヒテンベルク区役所青少年局 

訪問：子どもの家ベルリン・マークブランデンベルク 

11 月 7 日 

（火） 
ベルリン 

午前 

午後 

懇談：養育援助における育児・家族相談の位置付け 

団ミーティング、学習成果発表会準備 

11 月 8 日 

（水） 
ベルリン 終日 団ミーティング、自主研修 

11 月 9 日 

（木） 
ベルリン 

午前 

午後 

 

 

団ミーティング、学習成果発表会 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念会議 

学習成果発表会 

ドイツ団との意見交換 

11 月 10 日 

（金） 
ベルリン 

午前 

午後 

ドイツ団との意見交換 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典 

11 月 11 日 

（土） 
ベルリン 午後 ベルリン国際空港 発 

11 月 12 日 

（日） 
千葉 午後 成田国際空港 着 
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８．Ａ２ダイジェスト 

 

「社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み」 

A2 テーマ：「子どもと若者の貧困 — 課題と解決に向けた取り組み」 

 

事前研修：2023 年９月 30 日（土） オンライン（ＺＯＯＭ） 

派遣研修：2023 年 10 月 29 日（日）～11月 12 日（日） 

     ・渡 航 先：ケルン、アルテンブルク、ベルリン 

 ・受入機関：ベルリン日独センター 

     ・事業担当：青少年交流部 三浦なうか氏、牧野ひとみ氏、牛込麻奈氏 

・通  訳：梶村昌世氏 

 

事前研修 

日時：9 月 30日（土） 

内容：自己紹介、事業説明、講義、過年度参加者の体験談、団ミーティング 

講義：「ドイツに関する基礎知識」 

講師：マライ・メントライン氏（Zweites Deutsches Fernsehen プロデューサー） 

 

派遣研修 

【移動（日本～ドイツ）】 

日時：10月 28 日（土） 

場所：羽田空港～ヘルシンキ空港～フランクフルト空港 

   
 

【ケルン】 

日時：10月 29 日（日） 

内容：打ち合わせ（自己紹介と日程確認） 

説明：ベルリン日独センター・青少年交流部長 三浦なうか氏 

   
 

【ケルン】 

日時：10月 30 日（月） 

訪問：ドイツ連邦共和国国際ユースワーク専門機関（イヤップ） 

講義：「ドイツにおける青少年援助と青少年政策の役割と仕組み」 

講師：クラウディア・ミアツォフスキー氏（イヤップ職員） 

内容：ドイツにおける青少年援助について学んだ。現在のドイツの貧困状況や青少年援助のデジタル

化や多様性などの現状、国としての連邦制の仕組みや自治体の役割、青少年援助の使命と目的、構造

など日本との違いを詳しく講義で知ることができた。活発な質疑応答が行われ、ドイツと日本の制度

や仕組みとの基本的な違いを学ぶことができた。 
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オンライン講義：「子どもと若者の貧困 ～ ドイツにおける現状と課題」 

講師：ズザンネ・ボーコフスキ教授（マクデブルク・シュテンダール専門大学 教育・研究・国際担当

副学長） 

内容：ドイツにおける相対的貧困について、貧困に陥る理由などを学び、子どもの貧困の構造的なリ

スク、実証的な影響など詳しく知ることができた。また、社会法典第２編に基づく基礎保障や子ども

の支援を受ける権利・貧困予防などについても学び、貧困に対して敏感な行動をとる大切さを学んだ。 

夕食は、ケルンのビアホールで、過年度のドイツ団の方々も交えて歓迎夕食会が行われた。 

 

【移動（ケルン～アルテンブルク）】 

日時：10月 31 日（火） 

内容：アルテンブルクへ移動し、地方プログラム開始。地方プログラム受入担当者のフランク・ユス

ト氏（アルテンブルク郡庁社会福祉・青少年・保健局長、青少年局担当兼務 ）、訪問先のニコラウ

ス・ドーシュ博士（登記社団 福祉協会イノヴァ理事長）と顔合わせ。 

   
 

【アルテンブルク】 

日時：11月１日（水）AM 

訪問：アルテンブルク郡若者職業サービスセンター Level３ 

講師：ヨーク・ノイメアケル氏（総合コーディネーター） 

ズザン・オイレンシュタイン氏（雇用エージェンシー職業相談班長） 

カトリン・フィッシャー氏（ジョブセンター ケースマネージャー）  

ダニエラ・クラウス氏（ソーシャルワーカー・教育ナビゲーター） 

ジーモン・ヴューストホフ氏（ソーシャルワーカー・教育ナビゲーター） 

シングルマザーBさん（元利用者） 

内容：労働部局・青少年部局・教育部局が共同で運営している若者向けワンストップ職業センターを

訪問。ケースマネージャーやソーシャルワーカーから具体的な取組について説明を受けた。また、過

去に当センターの支援を受け、現在は自立就労しているシングルマザーの元利用者から貴重な体験談

があり、取組の有効性を知ることができた。昼食は同センターが入居しているビルの食堂で特別に調

理していただいた地元料理をいただいた。 
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【アルテンブルク】 

日時：11月１日（水）PM 

訪問：州立エーリヒ・メーダー学校 

内容：アルテンブルク郡青少年育成計画、スクールソーシャルワークの現場 

講師：イーナ・プレットナ氏（本校常駐 SSW） 

ズザンネ・ライヒェ（郡内 SSW コーディネーター） 

ゼバスティアン・ヒュプシュ氏（郡青少年育成計画専門相談員）  

セリーン・クプファー氏（生徒会長） 

内容：ドイツでは珍しい 10 年生の学校である州立エーリヒ・メーダー学校を訪問した。副校長の歓迎

を受け、まずは郡青少年育成計画について説明を受けた。計画に沿って実施しているアウトリーチ型

青少年ソーシャルワーク等についてさらに細かい説明があった。次に、スクールソーシャルワーカー

について説明があり、生徒会長のセリーンさんがリードする形で校内見学もあり、最後に質疑応答を

行った。子どもたちの自主性を重んじる取組やインクルージョンの取組等について学ぶことができた。 

   
 

【アルテンブルク】 

日時：11月２日（木）AM 

訪問：登記社団 福祉協会イノヴァ 

講師：ニコラウス・ドーシュ博士（登記社団 福祉協会イノヴァ理事長） 

トイバー氏（青少年援助部長）、チェーカン氏・ホーフェルト氏（就労支援担当）、共同生活

グループ担当 2 名 

内容：前半は 6～18 歳が入居する入所型共同生活グループ（児童養護施設） 2 か所を見学。１か所目

は一般的な共同生活ホーム。２か所目は保護者のいない未成年外国人向けの共同生活ホーム。取組内

容やそれぞれのホームにおける支援の特徴について学んだ。後半は、複合的な課題を抱える者及び若

者のための就労支援の現場を見学し、実際に職業訓練を行っている工房も見学した。昼食は、同団体

が実施している職業訓練生のレストランにて昼食をいただいた。 

   
 

【アルテンブルク】 

日時：11月２日（木）PM 

訪問：ヨハネ騎士団災害支援 北アルテンブルク地区子ども・若者居場所所属 

 サンバチーム打楽器隊「コモ・ヴェント」（Como Vento=風のように） 

講師：ヤネック・ロホナー＝ギュンター氏（打楽器隊創設者・ボランティア支援者代表） 

参加：９～27歳まで若者（12人程度） 

内容：代表のヤニックさんと子ども・若者たちが楽器を用意して待っていてくれ、太鼓打楽器の練習

に参加し、私たち日本団も一緒に楽器を叩き共にリズムを刻んで交流した。「コモ・ヴェント」は音

楽を通して子どもの生きる力を育てる居場所活動をしており、ヤニックさんから設立経緯と活動概要

について説明を受け、質疑応答を行った。夕食まで滞在し、バーベキューでもてなしていただき、子

ども・若者及び職員と交流を行った。子どもたちの自然で楽しそうな表情が印象的であり、困難を抱

えている子どもや若者のサンバ（音楽）を通した支援の有効性を知ることができた。 
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【アルテンブルク～移動】 

日時：11月３日（金）AM 

訪問：アルテンブルク郡庁社会福祉・青少年・保健局 

講師：フランク・ユスト氏（社会福祉・青少年・保健局長 青少年局担当兼務）  

青少年局一般福祉サービス課の職員 2 名 

ヨーク・トリュープガー氏（地方プログラムサブ担当、青少年局財政支援課長兼局長補佐） 

グライヒェン氏（地方プログラムサブ担当、フランク局長秘書） 

内容：アルテンブルク郡青少年局の業務概要、アルテンブルク郡の特徴、財源などについて説明を受

けた。児童の一時保護から社会的養護に至るまでの過程、支援メニューを中心に参考になる取組が多

く学んだ。途中、アルテンブルク郡長からの挨拶と激励の挨拶があり、最後に質疑応答を行った。 

   
 

【ホームステイ】 

日時：11月４日（土）～11 月 5 日（日） 

場所：アルテンブルク～ケムニッツ、ベルリン、ボン等 

内容：各自ホストファミリーと時間を過ごし、ドイツ人の日常生活から垣間見える文化・伝統を味わ

った。とてもかけがえのない貴重な経験となった。茶話会では日本団とドイツ側のホストファミリー

で２日間の内容について皆で共有し、とても和やかな時間となった。 

   
 

【ベルリン】 

日時：11月６日（水）AM 

訪問：ベルリン市ベタニエン芸術家会館内 北クロイツベルク地区親子グループ 保育施設  

「プレイルーム」、小学生プロジェクト「ベタニエン」（不登校児童支援事業） 

講師：ミヒャエラ・レーダー氏（「プレイルーム」園長兼単科大学講師 ） 

ペスタロッチ・フレーベル・ハウス小学生プロジェクト担当者 

内容：前半は保育施設の見学し、子どもたちの自発性や意見表明を重視した保育について学んだ。日

本団が主導した交流会では、日本の伝統的な柄の端切れをロープに巻き付けガーランドを作成し、そ

れを竜に見立て、歌を一緒に歌い楽しい時間となった。後半は、不登校児童支援の小学生プロジェク

トについて説明を受けた。前半後半ともに最後に質疑応答を行った。 
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【ベルリン】 

日時：11月６日（月）PM 

訪問：ベルリン州リヒテンベルク区役所 青少年局、「子どもの家」（養育入所施設） 

講師：ケアスティン・ホーフマン氏（青少年局 家族支援策調整室長） 

ウルリヒ・クラウゼ教授（「子どもの家」事務局長ハンス） 

内容：前半は、リヒテンベルク区青少年局の概要、リヒテンベルク区の特徴、養育支援（里親養育を

含む）について説明を受けた。養育支援についての様々な課題に加え、専門職不足が課題となってい

る現状を学んだ。後半は「子どもの家」を訪問した。子ども達は、共同決定権を持ち、参画しながら

自律的な暮らしをしていた。手作りのケーキで私たちをもてなしてくれ、自分の夢を語ってくれたこ

とが印象に残った。特定妊婦の親子、親子支援のグループホームも素敵な取組だと感じた。 

  

   
 

【ベルリン】 

日時：11月７日（火） 

場所：SOS 子ども村のインクルーシブホテル内会議室「Still」 

講師：ホルガー・ロバース氏（ベルリン大司教管区カリタス連盟 シャルロッテンブルク・ヴィルマー

スドルフ区 育児・家族相談所） 

内容：専門家（社会教育福祉学修士、個人・カップル・家族療法システム・セラピスト）の業務内容

を中心に、家族支援や専門職のあり方等について意見交換を行った。ドイツで学んできたことを日本

の取組と比較しながら、まとめの機会となった。午後からは、日本団ミーティングを行い、学習成果

発表の準備をした。  
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【ベルリン】 

日時：11月８日（水） 

内容：日本団学習成果発表の準備、練習を行った。その後、ベルリン市内での自主研修では各々がベ

ルリンの街をまわり、歴史、文化などについて見識を深めた。 

 

【ベルリン】 

日時：11月９日（木）～11 月 10 日（金） 

場所：ベルリン日独センター 

内容：午前は団ミーティングで学習成果発表の練習、技術チェックを行った。午後からは「日独青少

年指導者セミナー50 周年記念会議」に出席し、その中で日本団学習成果報告を行った。緊張した中で

あったが、ドイツで学んだことや日本での取組に反映させたいことを堂々と発表することができた。

内容は同時通訳され、ドイツ側からの講評の中では、ドイツの援助を見てもらえることでドイツの良

い部分が再認識できたとの感想があった。また、青少年指導者セミナーに関する座談会があり、この

事業が果たす役割や重要性について確認することができた。 

 その後、翌日の午前中にかけて日独団員による意見交換会を行った。各自自己紹介を行い、ドイツ

団から日本派遣の際に印象に残ったことなどの話があった。日独の青少年援助に関わる専門職が抱え

る課題について、主に３つのテーマ（スクールソーシャルワーク、ネットワーク形成、メンタルヘル

ス）に沿って活発な意見交換が行われた。 

   
 

11 月 10 日の午後は、「日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典」に出席した。日独の青少年支

援を管轄する行政担当者より挨拶があった。また当該セミナーに関する対談があり、実施意義や今後

の展望などの話があった。また、日本人によるパフォーマンス（歌・オーボエ・チェロのアンサンブ

ル、琉球舞踊）が披露され、一日を通して活発な交流が行われた。 
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【移動（ドイツ～日本）】 

日時：11月 11 日（土）～11月 12 日（日） 

場所：ベルリン国際空港～ヘルシンキ空港～成田国際空港 

 

ドイツでの２週間、毎日が新しい発見と学びで盛り沢山だった。研修における各訪問機関において

は、独自性のある多様な支援を行っており、現地の声を直接聞き、現場を見ることで、活発な質疑応

答が行われ、時間が足りない研修もあった。また、ホームステイでは、ドイツの家族の雰囲気を味わ

えたことも素晴らしい体験となった。彼らのホスピタリティに敬意を評したい。私たちの関心事項を

考慮し、受け入れるために周到に準備していただいたからこそ、今後の A2 団員がそれぞれの専門分野

において活かすことができる実り多い研修となった。素晴らしい研修の機会を準備してくださった関

係者の皆さまに感謝申し上げたい。 
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９．Ａ２学習成果発表会 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 ■氏名：秋吉 和代 

■勤務先（役職）：北九州市 子ども家庭局子ども総合センター 家庭復帰支援係 主任  

■現在の仕事内容：児童相談所で、児童福祉司として勤務。主に児童養護施設に長期入所している児童を担当。 

■ドイツで学習したこと 

①専門職の在り方 

ドイツでは様々な場所に専門職が配置されていた。また大学で社会教育福祉学などの理論を学び、現場を

知ってから、自らが学びたいことを見極め、継続的な学びとして、希望する資格を取得していると知った。

スーパーバイザーの存在があり、現場で働く人達のメンタルヘルスについても配慮されていると学んだ。 

②自ら選択できる力を育む「民主主義教育」 

歴史的背景もあり、幼い頃から自己決定する力をつけられるよう、民主主義教育が行われていた。今回視

察した保育施設「プレイルーム」では子ども達が日々のプログラムを自ら選択し、希望する遊びや、過ごし

方を選べるよう配慮されていた。また、アンテンブルクで訪れた１０年制の「州立エーリヒ・メーダー学

校」では、子ども達が自ら資金を集めワッフルを販売したり、意見を出す機会を積極的に持ち、現状を変革

したりするため、自分達の力で動いていた。この学校では、スクールソーシャルワーカーが常駐しており、

これまでの歩みについても学ぶことができた。 

③行政と民間の連携 

青少年援助の計画と実施は自治体に委ねられており、必要なものがあれば、行政はそれをできる民間に委

託しなければ行政が動く。民間の公益実施団体においては、政策決定への参画も行い、必要な人材、予算を

上げ、行政側も動くという仕組みがあると知った。地方での柔軟な対応により、民間の団体が継続しやすい

仕組みが作られたという話も聞いた。青少年援助は社会法典に基づいて、様々な支援が行われているが、補

完性の法則に基づき、できない事を支える仕組みがあった。親権者の権利が尊重されており、問題が起こっ

た場合、親の養育能力を時間をかけて調査したり、親の成長を促す仕組みがあった。今後、日本でも地域ご

との特色ある支援が必要とされていくと思うが、ドイツの取り組みからは、学べる事が多かった。 

④インクルーシブの実践 

サンバチーム打楽器隊「コモ・ヴェント」では、太鼓を通じて言葉を超えた交流が行われ、その場所が居

場所となり、困難を抱えた人達がそこを基盤として、社会との繋がりを取り戻している姿を見ることができ

た。障害の有無、移民、難民など様々な背景、不登校などの問題を持つ人達を受け入れ、アウトリーチも行

われていた。移民、難民としてドイツに住む人々は、ドイツ語の能力が必要であったり、10歳の時点で行わ

れる将来の進学先の選択への影響も大きいという課題があったが、必要な支援を受けながら、ドイツで生き

ていく、ということがどのように行われているかを学ぶことができた。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

・職場で研修報告を行い、行政と民間の連携や予算、現場対応について質問が出た。またオンラインで交流

したいとの声が上がった。今後こうした機会を作りたいと考えている。この報告会後、ヨーロッパの他の

国の取組や考え方について共有する機会も増え、今回の研修を機に、職場全体での学びも深まったように

感じている。 

・ドイツでスクールソーシャルワーカーについて学んだが、帰国後、日本の現状について市のスクールソー

シャルワーカーから話を聞いた。職業としての必要性は高まっているが、人員的にはまだ足りない状況で

あることも知り、ドイツとの共通点や課題についても話す事ができた。こうした事を通じて、身近な専門

職と話す機会が増え、円滑な連携ができるきっかけになった。 

・自分が担当する児童養護施設では、子ども達の意見を汲み上げる機会を積極的に作ろうとしている。子ど

も達の自主性を高めるにはどうすればいいのか、様々な背景を持つ子ども達をどう受け入れていくのか、

考える機会を今後も作っていきたい。日本では地域小規模施設の設置が進んでいるがまだ過渡期であり、

対応も課題も施設毎に大きく異なっている。ドイツで視察した施設の様子や学んだ取り組みについても共

有し、解決策を見出していきたい。 

■今度行いたいこと 

現場で疲弊する事は、児童福祉の現場で頻繁に起こりうる事だと感じている。スーパーバイザーの存在

は、現場にその扱いが任されており、力尽きてしまう仲間の姿を見ることもあった。こうした事を防ぐため

にも、今後も広い視野を持ち、円滑な情報共有や、勉強会を行い、現場での課題に的確に対応するため必要

な知識の学びやつながりを継続していきたい。また、子どもの意見を尊重し、自主性を身につける、という

事の大切さについては、今後ボランティアの場でも共有し、自分自身のスキルとしても身につけていきた

い。今回の研修で多くの事を学んだが、そこには交流した人達の専門職として働くことの誇りや責任感、使

命感のようなものを強く感じた。この研修後、ドイツ語を学び始めたので、次の受け入れの際は、少しでも

日本について伝えられるよう、今後も努力していきたい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：粟国 宏文 

■勤務先（役職）：沖縄県 子ども生活福祉部 保護・援護課（主任） 

■現在の仕事内容：沖縄県（町村部）における生活困窮者自立支援制度の実施体制や予算に関する事務、市を含

めた県内全域における広域的な調整や実施体制整備支援等。 

■ドイツで学習したこと  

〇ケルンでは、ドイツの青少年援助及び子どもの貧困に関する基本的な現状及び課題と社会制度について講義を受け

た。具体的な施策の位置づけや、実施主体等について学んだ。 

〇アルテンブルク郡では、若者職業サービスセンターのワンストップサービス、州立学校のスクールソーシャルワー

ク、入所型共同生活グループ、就労支援及び職業訓練サービス、子ども若者の居場所、郡庁の青少年局を訪問し、

郡全体での取組について学んだ。 

〇ベルリンでは、保育施設及び小学校児童の不登校支援、入所型共同生活グループ及び養育支援施設、リヒテンブル

ク区役所を訪問し、都市部における取組について学んだ。また、専門家との意見交換、A2ドイツ団とのディスカッ

ションなど、各々の現場での支援について意見交換を行った。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

年度内に実施予定である職場での報告会において業務で活かせそうな取組について意見交換する。また、私自身の

業務等に関しては以下の着目点について活かせるよう取り組む。 

〇アウトリーチ支援推進の必要性 

 自ら申請や相談に来た場合のみならず、潜在的な支援対象者に積極的にアウトリーチする重要性を再確認した。例

えばアルテンブルク郡の若者職業サービスセンター（雇用と福祉のワンストップサービス）では、だいたい８年生（中

学２年生）から支援が始まっていくが、学校と密に連携しており月数回は学校に常駐し早期支援を意識した体制を整

えていた。また、アルテンブルク郡青少年局では青少年育成計画に基づき社会教育福祉専門職を複数名確保し、「アウ

トリーチ型青少年スクールソーシャルワーク」を展開しており、各地域を定期的に巡回し子どもの意見とニーズを組

み上げた上でプログラムを考案し実施していた。また、自治体の予算を決めるための青少年援助委員会の構成員のう

ち、民間が 2/5 占めており、現場の声がより反映されやすい体制が整っていると感じた。沖縄県でもさらなるアウト

リーチ拡充に向け検討する余地がある。 

〇インクルージョン推進の必要性 

 ドイツの全人口のうち、28.7％は移民の背景を持つ人となっている。この28.7％は貧困リスクが高いとされている。

移民の多くは難民であり、その出生国はウクライナ、シリア、アフガニスタン等である。文化の違いはもちろん、そ

れぞれの自立度（生活自立度、教育レベル、心理的ケアの必要性等）も異なるため、個々の状況の適切なアセスメン

トに基づき支援が実施されていた。また、障害の有無、LGBTQ などを含めた多様な背景を持つ人たちの権利を擁護

し、エンパワーメントするソーシャルワーカーの実践は、インクルージョン推進の重要性を再確認する機会となった。 

〇民主主義の理念に基づいた実践 

 ほぼ全ての訪問先で耳にした「民主主義」という言葉。これはナチスドイツ時代の反省からきているものであり、

官民の協同から子どもや養育者に対する支援のあり方に関する概念に至るまで幅広く考慮されていた。子どもや現場

の支援員が「自身の意見が社会に影響を及ぼすことができる」と思えるよう支援や業務に取り組んでいきたい。 

〇スーパービジョンの充実の必要性 

 ドイツのソーシャルワーカーは外部のスーパービジョン（個別・グループなど形態は様々）を月２回程度受けるこ

とができる。専門職としての質を保ち、自己覚知（自身の考え方の癖などに気づくこと）を意識することは重要であ

り、またメンタルヘルスの観点からも効果的だと考える。日本でもスーパービジョンの充実を検討する余地がある。 

〇専門職の地位向上 

 ドイツの青少年援助に携わる職員は、原則として社会教育福祉学の学位を取得した者でなければならないとされて

おり、待遇（給与や雇用形態）も日本と比較して良く、専門職の重要性がより明確に認識されている印象。また、根

拠と理論が意識された実践は、専門職としての質の高さを感じた。日本でも社会福祉士等の地位向上が求められる。 

■今度行いたいこと 

〇生活困窮者自立支援制度の実施状況を適切に把握し、地域の実状に応じたアウトリーチ支援の拡充が行われるよう、

課内及び関係部局との関係会議において提案していきたい。 

〇管内の生活困窮者自立支援制度を利用した外国人についてニーズ分析を行い、外国語表記のリーフレットで周知を

はかるなど、情報アクセスのアンバランスを是正し、支援が行き届くようインクルージョンに配慮したい。 

〇実施体制の構築においては、生活困窮者自立支援事業委託先である現場の意見を適切に踏まえ反映させるよう努め

たい。また、現場の相談業務に従事することになった折には「社会参画」の視点を意識し、支援していきたい。 

〇所属している日本社会福祉士会及び沖縄県社会福祉士会や、社会福祉に従事する他の専門職とスーパービジョンの

あり方やニーズについて意見交換を行いたい。 

〇所属している日本社会福祉士会から厚生労働省等へ、社会福祉士等の有資格者がより積極的に配置され、必要な財

源措置がなされるよう要望しているところである。その他、地位向上に向けた取組があれば賛同し取り組みたい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：池 由規香 

■勤務先（役職）： 高知県女性相談支援センター 女性相談員 

■現在の仕事内容：相談者の権利擁護を図る立場から支援を要する女性を発見しソーシャルワークによる相談・支援を提供し必
要に応じ関係機関との連携を図りながら問題解決を担う。配偶者暴力相談支援センターも担い、配偶者からの暴力被害や困難を抱え

る女性に対し電話や面談による相談を行い、問題解決に向けた助言や情報提供、その他自立支援に係る業務を行う。 

■ドイツで学習したこと 

Ａ２：子どもと若者の貧困‐課題と解決に向けた取り組み 

〇ドイツにおける多様性を重視するという思想のもと、地域の実情に合わせた法律的枠組みの構築や青少年援

助、子どもの貧困対策等、州・自治体・民間実施主体がそれぞれ自主性（裁量権）を持ち、専門性を発揮した

支援が行われている。 

〇職業教育システム、理論と実践を併設した信頼性の高いシステムで、全てはやり直せるという希望を根底に、

青少年の自立と社会統合を目指した支援についても理解を深めることができた。 

〇個人を支援する柔軟なネットワーク。補完性の原則（公と民とのパートナーシップ）、青少年の自己決定の尊

重。（当事者主体・参画の重視）、アウトリーチ支援（早期発見、支援につなげる）が徹底していた。 

〇支援現場では、離職による専門職の不足、移民や難民等の支援の困難性、ケース内容が複雑、困難化し長期的

な支援が必要なケースも多く存在している現状を知ることができた。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

日本の女性支援の現場では、家族のＤＶによる心理的・身体的児童虐待が増加している。また、若年での結婚、

出産、離婚によるシングルマザー、1人親家庭による相対的貧困家庭も増え養育困難な家庭も増加。雇用体制も

脆弱でパートを掛け持ちしている親もいる。ドイツも同じようにシングルマザーとなれば、貧困のリスクが高く

なる。日本では、官民一体となり困難な問題を抱えている女性の自立を包括的に支援する新たな制度が必要と

2024 年４月１日から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行される。ドイツで学んだ多様な

支援をどのように現場で活かして行くか。以下の４点に取り組んでいきたい。 

①支援の内容 

・女性支援の現場に民間団体連携しアウトリーチできめ細やかな支援が法律で明記された。訪問、巡回、居場所

の提供、インターネットの活用による支援などである。ドイツでは子どもや青少年の権利が保障されていた。

児童福祉、母子福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等の制度の実施機関と連携し、

支援を求める本人のニーズに照らし児童の養育に関する支援や各種福祉サービスの調整等のコーディネイト

及び同行支援を行い、支援対象者の意思決定を支援し関係機関と連絡調整など支援者本人の同意を得て支援対

象者の権利が保障される支援の提供。 

②支援の体制 

・若年女性などが陥る貧困問題などに対し、専門的、包括的で、行政・民間団体をとおした他機関における連携、

協働を通じた早期かつ、切れ目のない支援体制。 

③教育・啓発 

・相談窓口の周知、施策への一般理解等など、県民、関係機関等に啓発していく。 

④人材育成・確保 

・職員の適切な処遇の確保、研修に参加しやすい職場環境の整備等。 

・女性相談員は支援対象者と継続的、信頼関係を構築することが極めて重要であり、長期的な支援が必要なケー

スも多数存在することに留意し、女性相談員が孤立することのないよう、メンタルヘルスの重要性や専門家に

よるスーパービジョン、コンサルテーションなど個々の女性相談員の業務を十分にサポートする体制づくり。 

 

 

■今度行いたいこと 

・日々の相談業務の中、支援者主体、権利の保障を意識した自己選択・自己決定・自己責任の一連の

考えで支援者が自立できるよう個別支援の際には十分な情報提供ができるよう確実に伝えていく。 

・人と人、人と社会がつながり、1人 1人が生きがいや役割を持ち助け合いながら孤立することなく

暮らせる包摂的な社会づくり。 

・研修という域を超えて、人と人との交流の温かみを感じた 2週間であり、Ａ２団員の方々、日独セ

ンターの皆さま、関係者の皆さまには感謝しかない。ドイツで学んだ貴重な経験と、この日独青少

年指導者セミナーについても機会あるごとに伝えていきたい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：川原 吉恵 

■勤務先（役職）：世田谷区教育委員会教育政策・生涯学習部生涯学習課社会教育係 社会教育指導員 

■現在の仕事内容：団体支援・福祉教育担当。知的障害者の青年学級事業に関する指導と助言、団体・サークル

活動の助言・指導、主催事業の企画・立案・実施 

■ドイツで学習したこと「社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み」 

Ａ２：子どもと若者の貧困―課題と解決に向けた取り組みー 

・ケルン：ドイツ連邦共和国における青少年政策と児童・青少年援助の構造、相対的貧困の原因や「子どもの貧困」

の定義と構造・影響について学習。 

・アルテンブルク郡：青少年・福祉局の中心課題としての子の福祉にかかる業務と統合支援、青少年育成計画とその

財源の特徴、若者職業サービスセンターの連携を駆使したワンストップサービスとアウトリーチ、州立学校でのス

クールソーシャルワーク事業の充実と継続の意義、共同生活グループでの多様な子どもに対する教育・養育・職業

訓練、音楽を活用したインクルーシブでの居場所支援等を学習。 

・ベルリン：移民も対象とした保育施設と学校と連携した専門職チームによる不登校児支援、母子入所支援を含む多

様な入所養育援助と里親養育等社会的養護に基づく青少年局の支援の形態と補完性の原則による民間実施主体との

連携、母子への自助に至る支援を学習。ダイバーシティやインクルージョンの指向を共有。 

・日独団員による意見交換会：共通課題としては、専門職の人材不足、離職率の高さ、雇用の安定が挙げられた。ド

イツの「社会教育福祉学」への日本の団員からの関心の高さが印象深い。教育より福祉的な視座が強いと感じた。

ドイツに特徴的な課題として移民・難民への支援と言語問題が繰り返し語られ、ダイバーシティ、インクルージョ

ンへの指向とその実現の困難さが日独間で再び共有された。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

【学校教育と社会教育】 

・スクールソーシャルワーク、不登校対策、インクルーシブの居場所支援への提言 
世田谷区教育委員会社会教育係と民生・児童委員協議会で、アルテンブルグ郡での異年齢プロジェクト学習、シス

テムズアプローチに基づく柔軟な横の連携によるスクールソーシャルワークの取り組み、対等なチームティーチング

とスーパーバイザーの存在、学校外の青少年育成計画とその財源を報告。ベルリンでの不登校児童支援のプロジェク

トには学校の正規教員が巡回指導を実施、実施主体や枠組みを超えた柔軟な連携を報告、インクルーシブの居場所活

動には誰もが参加できるメディウムとして音楽が介在、アウトリーチの車両は青少年局からの提供であり官民連携の

好例として事例報告、意見交換を行う。 

【地域ネットワーク】 

・ボトムアップでの分野を超えた有機的なネットワークの醸成 
世田谷区と足立区で活動する、ＮＰＯや行政、学校に所属する個人や団体間のネットワーク（コミュニティ）で支

援者間の学びあいの場に資する成果発表会を行う。ドイツの各地で学んだ補完性の原則に基づく地域ネットワークの

活用事例、専門職による積極的なアウトリーチ活動も報告。主体的に困難に取り組み解決へと向かわせる「生きる力」

を育むとは、ドイツの「自助」への支援のまなざしと同じであった。自己肯定感、表現力を高める多様な機会の提供

についてもソーシャルワーカーや多様な当事者と「共に考える機会」を持つ。 

【社会参画と職業訓練】 

・職業教育の充実：職能開発支援、ワンストップジョブセンター 
資格を取得し職業を得て誰もが社会参加をする姿へ、アウトリーチも含めた支援体制の充実を報告。相

談者が移民である場合は言語取得のための支援から、母親や障害者へも適性に応じた職業教育を長期間に

渡って行い、訓練に従事している間は基礎受給に加算して報酬も得ることができる確固としたシステムが

存在。クラフトマンシップに対する歴史的なプライド。世田谷区副区長に報告。将来の政策へとつなげる。 

【共通課題】 

・専門職の人材不足、雇用の安定 

財源の確保。質の確保。評価基準の策定を共有。 

■感想、今度行いたいこと 

交流の基本は「聴くこと」「応えること」であると実感した。地方と首都、それぞれの良さを活かしたプログ

ラムの充実が印象的だった。満遍なく選定された視察先で、近距離で様々な立ち位置の関係者と対話を重ねられ

たのが得難い経験だった。日独双方とも社会教育福祉の分野に携わる専門職の社会的地位と収入の低さ不安定さ

による人材不足が大きな課題であることを共有した。課題を真摯に捉えて関わることのできるセンシビリティー

の育成、活動団体や事業、社会全体のサステナビリティのためにも、課題の普及・啓発に、自身の対話をベース

として「見える化」したコミュニティアートプロジェクトの研究と実践を役立て、「気づき」を多くの人へ「連

鎖」させていきたいと感じた。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

 

 

■氏名：齊藤ゆか 

■勤務先（役職）：神奈川大学人間科学部（教授、学長補佐）、資格教育課程センター社会教育課程担当、共通教

養教育センター体験型研修部会長ほか 

■現在の仕事内容：（大学と地域連携、若者の参画力の育成、社会教育士及び社会教育主事等の資格希望者に対する専門家養成、
地域の資源を活かした体験型研修のプログラム立案と実施、生涯学習行政の政策立案・市民大学プログラム立案、ボランティア育成） 

■ドイツで学習したこと「社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み」 

Ａ２：子どもと若者の貧困‐課題と解決に向けた取り組み 

〇ケルンでは、ドイツ連邦共和国にける「青少年援助」の構造や「子どもの貧困」の基礎について学んだ。青少年育成

活動の目指す「主体形成」と「養育的保護」及び「青少年援助」の取組や位置づけを確認した。 

〇アルテンブルク郡では、地域丸ごとの「青少年援助」の活動現場に学ぶ。郡の青少年局の業務や予算など行政課題を

知る。また、青少年育成活動におけるアウトリート戦略、若者職業サービスセンターのワンストップサービス（職業

相談や職業訓練におけるネットワーク）、学校のスクールソーシャルワークの配置、居場所等を視察した。 

〇ベルリンでは、リヒテンベルク区青少年局における青少年育成から児童保護まで社会教育福祉的家庭支援の方策な

ど、現場の専門職との意見交換を行った。 

以上、青少年援助の日独比較をしながら、「専門職不足や離職率」「自治体の財政難」「ダイバシティやインクルージ

ョンの方向性」の統一的課題と共に、「移民や難民等の対応の困難性」など新たな喫緊の課題を理解できた。 

■ドイツでの学習を、どのように活かしたか。 

〇「子どもの貧困」の顕在化と支援者間の情報交換を行う場の必要性 

日本における子ども・若者の貧困は見えにくい。しかし相対的貧困率のデータから、日本でも看過できない問題であ

る。今後、「子どもの貧困」に向き合う支援団体の好事例の情報収集と仕組みに関する分析・評価が必要である。例え

ば、日常的に付き合いのある「川崎市夢パーク」などの日本の好事例を、もっと世界に発信できる方法を模索したい。 

〇困難を有する子どもや若者をめぐる専門職の養成と適切な職務配置 

青少年指導者の専門職（教育と援助）の重要性を再認識した。ドイツでは、社会法典に基づき「青少年育成計画」を

行っている。一方、日本では、青少年指導者の専門職の位置づけが不明瞭で、安定した職を得られない課題を持つ。日

本の社会教育主事任用資格等の有資格者に対して、リスキリングを行うなど専門職養成に更なる改定の余地がある。 

〇専門職とのネットワークの構築：行政、学校、地域（ＮＰＯ・地縁組織）、家族など一体的取り組みへ 

子ども・若者の貧困支援を行う行政・民間・学校等の支援者間が情報交換の場を行うこと、専門家同士がネットワー

ク構築を行い、日常を疲弊しないような対策（例えばスーパーバイザー等）を行う等が喫緊の課題である。 

〇キャリア教育と職業教育との両面から学校と学校外が連携した教育体制 

いつでもやり直しができる社会を目指すためには、キャリア教育だけでなく「職業教育」が重要である。日本でも既

に「職業教育」は実施されているが学校との連携は少ない。「職業教育」に対する歴史や姿勢は日本とは別格である。

若者がいつでもやり直しができる「職業教育」の強化は、離職後の彼らの人生を豊かにするものと捉える。 

〇福祉と教育との両輪での学びと仕事：「社会教育福祉専門職」等の職業能力の構造化と評価の仕組み 

日本では、教育学と福祉学とは異なる学問領域である。しかし、ドイツでは「社会教育福祉学」という「社会教育」

と「社会福祉」を融合した学問領域を持つ。また、こうした専門職が存在する。今後、日本で「社会教育主事」等野資

格養成を行う場合、福祉的視点を強化しながら、多様性に満ちた青少年を援助できる学習体系が不可欠といえる。 

〇青少年の「意志決定の参画」教育、移民など多言語・多文化に応じるソーシャルワークの存在と可能性 

ドイツでは、多様な背景（民族的、文化的、物質的、教育的）を持つ青少年が前提である。民主主義プロセスを学び、

徹底的な「話し合い」、「自己決定」、「参画」「人間関係」、「対立に対峙」などを重視した教育を展開。また活動方針は、

「システムアプローチ」（家族を取り巻く学級、仲間、家族、近隣などの社会環境を着目）を導入したサポートを、教

員のみならず、スクールソーシャルワーカーがつなぎ役割を果たす。 

〇上記に関する「青少年援助」に関する政治への働きかけ 

ドイツでは、「青少年援助」の予算配置を行うために、活動成果を明瞭にすると共に、政治への働きかけを重視して

いる。日本の青少年教育は基本的に宗教や政治への関与は行わない故か、予算削減は否めない。この点は再考したい。 

■全体を通して今後行いたいこと 

〇「子どもの貧困」でつながるメンバ―と協力関係を継続し、機構の提出とは別に、記録用の報告書を作成したい。 

〇ドイツ研修の成果として、「子どもと若者の貧困」のテーマを厳選して研究論文を仕上げる予定である。 

〇「子どもと若者の貧困」に関わる日本の先進事例を情報収集し、行政・民間とのネットワークを構築したい。 

〇今後、日本でドイツ団（指導者・学生）の受け入れや交流の準備を整えたい。エリアは、神奈川県や横浜市・川崎市・

小田原市など、県・市・区レベルで「青少年指導」の官民の実態把握と連携を行いたい。例えば、小田原市では市域

全ての歴史文化・海山里川などの地域資源を活かした取組は紹介したい。 

〇地元のフィールドで、多文化共生を具現化できるように実践的教育・研究を行いたい。 

〇語学力を高めたい。語学の壁を打破し、国籍を超えた日独のつながりをこれから継続していきたい。 
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「ドイツの研修を終えて」（事後課題） 

■氏名：德田 義盛 

■勤務先（役職）：社会福祉法人和光会 児童養護施設わこう（施設長） 

■現在の仕事内容：社会的養護の児童を対象とし、ユニット型および地域小規模型の施設で、計 36名の児童

と暮らしを営んでいる。 

■ドイツで学習したこと 

 様々なことを体験し、学んだが、特に以下の2点について記述したい。 

まず、子どもを権利の主体として捉え、幼児期からの徹底した「民主主義教育」が実践されていることに、

深い感銘を受けた。北クロイツベルク地区親子グループ保育施設「プレールーム」での、主体性を育む空間構

成は秀逸であった。自主的な日課の編成や、「遊び込む」ことのできる工夫には目を見張るものがあった。ま

た、州立エーリヒ・メーダー学校では、教師、保護者、児童の三者の話し合いによって学校の運営、実践がな

されており、子どもたちや保護者の手の中に、学校での学びや暮らしがあった。こうしたドイツに根ざす「民

主主義教育」は、第二次世界大戦への深い反省が背景にあるとの説明を受け、一方の我が国における民主主義

（教育）の形骸化を対比せずにはいられなかった。 

 次に、北アルテンブルク地区の子ども・若者居場所所属であるサンバチーム打楽器隊「コモ・ヴェント」で

のサンバ体験である。われわれは時を忘れてリズムを刻み、頭の思考と体の動きが統合されていく快感に浸っ

た。音とリズムが一体感を増すにつれて、国籍や民族、障害の壁を乗り越えて、一人ひとりが尊厳のある「人」

である、という価値観において一つになることを感じた。さらに、言語の獲得や教科学習の支援、生活の支援

など、世代を超えた多種多様な仲間による有機的な絆が形成されていることも、サンバ隊の魅力を更に深いも

のにしていた。 

■ドイツでの学習を、どのように活かしたいか。 

 私は、「子どもの貧困」の課題解決に向けて、ドイツ訪問での学びを以下の2点を中心に活かしていきたい。 

第一に、児童養護施設の運営に民主主義教育をしっかりと位置付けることである。平成 28 年の改正児童福

祉法において、ようやく子どもが権利の主体として位置づけられ、児童の最善の利益が重要な理念となった。

しかしながら、未だに児童養護施設の運営は、児童の意見を取り入れた民主的手法がとられているとは言い難

く、支援の根幹となる「自立支援計画」にさえ、児童本人や保護者の思いが反映されにくい状況である。私ど

もの施設において令和4年度より既に取組みを始めている「子どもと立てる自立支援計画」や「子ども自身の

運営によるこども会議」の取組みを中心として、日々の暮らしや人生そのものを、児童の手の中に取り戻して

いきたい。 

こうした養育の実践は、自らが権利の主体として自己効力感を持って、自身の最善の利益のためにより良く

生きていく力を育むことを可能にし、生活の場が家庭や里親へ移行した後も、結果として子どもの貧困の負の

連鎖を断ち切ることに繋がると期待している。 

第二に、児童養護施設を地域の子ども、子育ての拠点として活かし、多種多様な人材が集う場所とすること

である。現在、児童養護施設は、その成り立ちの過程から地域に開かれた社会資源であるとは言い難い。私ど

もの施設では、こども園や、障害児が通園する放課後等デイサービス、障害者グループホームが敷地内に隣接

しており、入所児童の友達が訪問するなど、園庭では多くの子どもたちが一緒になって遊ぶ姿が見られる。た

だ、未だ地域の子どもや家庭が施設を活用できておらず、施設にある図書やパソコン、サッカーコートやバス

ケットコート、体育館など広く地域に開放するとともに、母子生活室の積極的な運用をしていきたい。 

また、スクールソーシャルワーカーや児童・民生委員と連携し、貧困家庭の子どもたちを対象とした、学習

支援活動やこども食堂を軌道に乗せていきたい。こうした地域児童の居場所づくりの取り組みから、学習支援

や文化活動などの余暇活動を通して、子どもたちの行動変容を図ることが目的である。また、教育機関や医療

との連携、要保護児童対策地域協議会でのケース連携、子ども食堂や食材の配達事業などを実施している民間

団体との連携を強め、地域におけるこども貧困対策の拠点として機能していけるよう活動を盛り上げていきた

い。 

■全体を通して今後行いたいこと 

政令指定である浜松市に働きかけ、子どもの貧困対策に向け、母子家庭への経済的負担軽減や子育て支援サ

ービスなど社会的対策の充実、全部署が参画しての子どもと家庭の貧困予防委員会の立ち上げなどを継続して

提案していきたい。また、こども家庭庁の発足により拡充された児童自立支援事業、アフターケア事業の理念

のもと、子どもの貧困問題が次世代に連鎖しないよう、見守り体制を構築し、必要な支援のあり方を模索して

いきたい。 
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■氏名：山本由紀子 

■勤務先（役職）：千葉県特別支援学校流山高等学園（特別支援コーディネーター 副教務）  

■現在の仕事内容：特別支援教育のセンター的機能のための教育相談 校内支援 外部関係機関との連携・調整 

■ドイツで学習したこと 

テーマ「社会の課題や変化に対応するための青少年を対象とした取り組み」 

Ａ２：子どもと若者の貧困－課題と解決に向けた取り組み 

現在、職業コースのある特別支援学校で勤務しているため、就労支援をしている職業訓練校の現場視察は興味

深かった。生徒は、自分の得意・不得意を活かし、資格（免許）を取り、就労している。アルテンブルクの「イ

ノヴァ」では、知的障害のある生徒が調理師の免許取得のため、職業訓練レストランで調理や接客などの実習を

していた。免許取得後、就労に繋がっていると聞いて大変うらやましく思った。 

若者職業センター、小学校、不登校の支援をしている支援機関では、（スクール）ソーシャルワーカーが、学

校との大切な役割として活躍していることがわかった。日本でもスクールソーシャルワーカーの重要性と期待度

は高いが、配置については県や市など地域によって違っているのが現状のようだ。ドイツのソーシャルワーカー

の方々にソーシャルワーカーとして必要な資格や資質、勤務先での所属・環境・待遇など業務を行う上で整えな

ければいけないことなども聞くことができた。また、実際に支援した様々なケースも知ることができた。 

ベルリンの養育援助を行っている「子どもの家」では、民主主義教育を中心に行なっており、子ども達には共

同決定権があり、様々なことに参画しながら生活をしていると聞いた。子ども達の代表者会議などもあり、自分

たちで考えて生活していくということが、将来の自立に向けての準備になっていることがわかった。私たちの訪

問にむけて、子ども達が手作りのケーキやお茶を用意してくれ、会話をする中で自分の夢や希望を語ってくれ、

心が温かくなり応援したくなった。キンダーハウスの支援（一人暮らしの練習）なども勤務校の自立に向けた生

徒支援と重なり大切な取組だと感じた。 

ドイツでは発言し、話し合うという事をとても大切にしていることがわかった。また、会議での場の設定や雰

囲気作りも大切にしていると感じた。発言者がリラックスしながら話ができ、また他の人の意見も大切に受け入

れる様子があり、会議を進めるための手法や環境などとても新鮮だった。 

■ドイツでの学習をどのように活かしたか 

今回の研修に参加するにあたり、職場でアンケートをとった。個人のテーマ①学校としての生徒（家族）への

支援について②スクールソーシャルワーカーの学校配置について③学校と支援機関との連携の仕組みについて

④対象から外れた若者たちの支援について⑤居場所の活用についての５つであり、そのテーマの中で本校職員が

若者と貧困について感じていることをアンケートに記入してもらった。 

アンケートの中では、若者の貧困の尺度は世代間で違うのか？ドイツの若者は貧困をどのようにとらえている

のか？日本は貧困が見えにくい。日本の福祉は、相談に行かなければキャッチされない現状がある。様々な支援

があるにもかかわらず、福祉制度を十分理解していないため（申請の複雑さなど含め）、サービスを受けること

ができない。家族の問題も多く、学校としての支援が難しい。貧困家庭の子ども達は、学校外の活動がなく「体

験格差」となり、心の成長という部分で大きな影響を受けている。また、お金の使い方が分からず、その場の思

い付きや欲望で、後先考えずにお金を使ったり、その反対に必要なものを購入することを嫌がったりする様子も

見られる。社会保障でお金を支給するだけではなく、使い方も含めて本人達に伝えていかないと、いつまでも貧

困状況から抜け出すことができないのではないか等。（アンケートの一部のみ記載） 

生徒支援をする中でこのような悩みを職員が持っている事がわかった。現在のほとんどの学校では、問題が起

きた時に担任、学年主任、生徒にかかわる職員、特別支援コーディネーター、管理職が校内で支援会議を行ない、

それを受けて必要ならば行政への連携などを行なっている。問題によっては、早急に取り組まなければならない

スピードが必要なケースもある。行政のサービスも日々変わっており、学校職員が行政サービスや手続きを網羅

することはかなり難しいと思われる。スクールソーシャルワーカーが各学校に配属され、生徒の学校や家庭の様

子を知っていればすぐに対応する事ができるのではないかと思う。ただ、日本では生徒指導部・スクールカウン

セラーなどドイツではスクールソーシャルワーカーが一部兼ねているのではと思うものもある。ドイツの全てを

取り入れることは難しいかもしれないが、生徒支援が少しでもスムーズになるようにスクールソーシャル

ワーカーの学校配置に取り組んでいきたいと思っている。 

■今度行いたいこと 

①職場のアンケートを受けて「子供と若者の貧困について」について語る場を設定し、同時にドイ

ツ研修の学びについても伝える機会にしたい。②特別支援学校でどのような資格が取れるか。また、

就労につながるための資格は何なのかを調べ、本校の教育課程の中にどの様に組み込めるか職員と考

えていきたい。③特別支援のスクールソーシャルワーカーの有効的なシステム作りに関わっていきたいが、

まずは自分が基本となるスクールソーシャルワーカーの資格をとり、校内の生徒支援を行いながらスクールソー

シャルワーカーの配置について整えることに繋げていきたい。 
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外国語を使ったコミュニケーション能力を向上させたい

初めてのことに挑戦したい

社会や人のためになる仕事をしたい

日本人として世界に貢献したい

外国の人との交流を通して自分の可能性を広げたい

交流した外国人の人と将来も繋がりを持ちたい

いろいろな国に行ってみたい

日本の歴史文化を学びたい

外向き志向及びグローバル志向率に関するアンケート結果

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない

１１．参加者アンケート 

 

（１）事業全体の満足度 

 

 

 

 

  「事業全体の満足度」に対する回答は、全員から「満足」「やや満足」という肯定的な回答を

得ることができた。 

 

（２）外向き志向率、グローバル人材率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外向き志向とは】 

文部科学省の定めた調査項目３項目「日本人として世界に貢献したいと思いますか」「外国

の人との交流を通して自分の可能性を広げたいと思いますか」「交流した外国の人と将来も繋

がりを持ちたいと思いますか」の結果を集計したものである。当機構では、それらの問いに対

して肯定的な回答の合計が８０％以上を得ることを目標とし国際交流事業を行っている。 

 

【グローバル人材志向率の分析】 

当機構では、上記の外向き志向調査に加え、独自に語学力・コミュニケーション能力及び異

文化に対する理解と日本人のアイデンティティ等を加えた８項目のアンケートを作成し、「グ

ローバル人材志向率」として、平均８０％以上の肯定的な回答を得ることを目標に事業を実施

している。本事業においては、肯定的な回答が１００％となっている。 
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１２．成果と課題 

 

（１）Ａ１団長 藤原 一成 

「日本では民主主義教育はどのように行っているのか？」 

ドイツの青少年教育指導者たちから団員が再三尋ねられたことである。これは、ドイツの青

少年教育の目的が、ドイツの民主主義を守り受け継ぐドイツ社会の形成者の育成にあるという

ことを示唆している。この目的からドイツの青少年教育に関連したすべての法令、制度、組織、

事業が組み立てられていると言っても過言ではないように思う。研修のテーマである「青少年

とメディア」も含め、私たち日本の青少年教育指導者は何のために青少年教育を実践している

のかを改めて考えさせられた２週間でもあった。関係各位に深謝するとともに、成果と課題に

ついては以下のとおりである。 

 

【成果】 

①知見の広がり：団員の個人レポートのとおり、ドイツの青少年教育関係者との意見交換や様々

な現場の視察等により、「青少年とメディア」及び青少年教育に関する知見を広げることがで

きたこと。 

②考えの深化：さらにその知見をもとに、団員各自が「青少年とメディア」及び青少年教育に

関する考えを深めることができたこと。これはドイツでの学習成果発表会の内容に表れてい

る。なお、本セミナーの５０周年記念会議の中で発表できたことは大変名誉なことであった。 

③ネットワーク：また、団員相互と交流したドイツの青少年教育指導者により、新たな青少年

教育のネットワークが構築されたこと。 

④青少年教育への貢献：そして、今回の研修の知見やネットワークを活かし職場や活動の場で

の実践を通して、青少年教育の充実に貢献していくこと。実際、団員は帰国後に研修の成果

を職場等で青少年教育関係者に報告したり、研修の知見を活かした青少年教育事業の企画を

進めたりしている。 

 

【課題】 

①事前研修の充実：団のチームビルディングも含めた集合研修が望ましいが、オンラインであ

っても動画視聴等も組み合わせて内容の充実を図る必要がある。事前にモチベーションとレ

ディネスを高めることは研修の成果を高めることにつながる。 

②プログラム構成の改善：メディア環境の変化を肯定的に捉え積極的にメディアを活用しなが

ら、青少年の意見を尊重した参画型のすばらしい事業を多く視察できた。一方で、ゲーム障

害に陥った青少年に対する事業等メディアの影についてのプログラムが少なかった。メディ

アの光と影両面のバランスに配慮したプログラム構成が求められる。 

③プログラム運営上の工夫：研修では毎日多くの良質なプログラムを準備いただいたが、消化

不良に陥りそうになる団員の様子も見受けられた。毎日短時間でも団としての振り返りの時

間や個人で消化する時間を設けることも大切である。 
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（２）Ａ２団長 北島 直幸 

コロナ禍で中止やオンラインでの交流が続いていたが、４年ぶりにドイツでの対面交流を再

開することができたことがまずは成果である。オンラインでの交流も距離の問題を解決し、一

定の成果を得ることができる手段ではあるが、時間をかけてドイツへ訪問し、長期間滞在しな

がら、５感を使って学んで交流し、また日本団同士も長時間議論し、互いに学ぶことができた

ことは、オンラインでは得られない成果をもたらしてくれた。また、コロナ禍で延期されてい

た５０周年記念行事に参加でき、改めてこの事業の意義を再認識することができた。全ての団

員から「この事業を続けてくれて本当にありがたい、ぜひ今後も続けてほしい」といった声が

聞かれたことがこれを表している。 

 今回の訪問において、ドイツの青少年が抱えている多様な問題とその支援について、子ども

と若者の貧困をテーマに、様々な現場を視察するとともに、そこで活動している方々と意見交

換できたことは、本当に貴重で価値のある経験となった。今後これらの経験をもとに、日本に

おいてメンバー一人ひとりが職場や活動の場で実践していくことが重要である。以下、団長か

ら見たこの事業の成果と課題のポイントについて以下にまとめる。 

 

①ドイツの進んだ取組を学ぶことができた 

民主主義的教育、アウトリーチの充実、専門職の活用・メンタルケア、教育と福祉の融合

した取組などのドイツの進んだ取組を学び、参考にすることができた。 

②自分の活動を振り返り、今後の課題が明確になった 

  意見交換の場で自分や日本の取組を説明することも多く、日本での活動を振り返りながら、

今後の課題を明確にできた。特に視察の帰りの移動が日本団同士での議論が活発になるなど、

振り返りの場になっており、ドイツの取組と比べながら、今後こうしていきたいという声が

多く聞かれた。青少年教育に関わる私としては、日本やドイツの青少年支援の現状を聞いて、

このような支援対象になる前の教育や体験の重要性をさらに感じることになった。 

③仲間・ネットワークができた 

２週間共にする日本団同士のネットワークはもちろんであるが、遠く離れたドイツにも自

分たちと同じような悩みを抱えながらも青少年のためにがんばっている人がいることが励み

になっていた。特に今回の日本団は、教育的及び福祉的アプローチのバランスがよく、活発

な意見交換が行われた。 

④感染症の対応 

事業途中にドイツスタッフ及び日本団員が新型コロナウイルス感染症に罹患したことは、

コロナ禍明けでの国際交流事業の難しさを感じる場面であったが、オンラインツールを活用

することで、大きな影響なく事業を進行することができたことは、コロナ禍での学びを活か

す機会にもなった。 

⑤今後の広報の期待 

   今回コロナ禍明けなどの不安が多かったのか、参加者の募集に苦戦したとのことだが、今

回の団員が成果を発信してくれることにより、今後の参加者につながることを期待している。 
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最後に、このような有意義な研修を受けることができたのは、ドイツ連邦共和国家庭・高齢者・

女性・青少年省、文部科学省、ベルリン日独センター、受け入れをしていただいた関係機関、ホ

ストファミリー、通訳の方など、多くの皆様のサポートのお陰であり、関係の皆様に心から感謝

申し上げる。５０周年を経て、今後もこのような有意義な研修が続いていくことを期待している。 
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１. Ａ１参加者名簿 

 

 
氏  名 

所 属 機 関 

役   職 等 

団長 
Mierzowski  Claudia IJAB ドイツ連邦共和国国際ユースワーク専門機関 

クラウディア・ミアツォフスキ A1 団団長、国際青少年政策協力 専門職 

1 
Çağ atay  BAŞ AR 

登記社団ギャングウェイ ストリートソーシャルワー

ク団体 

チャ―タイ・バシャーシ ストリートソーシャルワーカー／メディア教育者 

2 
Gyde  HANSEN 

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州社会・若者・家

族・高齢者・社会統合・ジェンダー平等省 

ギューデ・ハンゼン 青少年保護担当専門職（メディアリテラシーを担当） 

3 

Beate  KREMSER フランクフルト・アム・マイン市青少年・社会局 

ベアーテ・クレムザー 
社会教育福祉士（ソーシャルエデュケーター） 

防止型青少年保護 

4 
Bastian  KRUPP 登記社団 SIN-Studio im Netz 

バスティアン・クルップ メディア教育者 

5 
Daniela  SACHWEH ヴァ―レンドルフ郡青少年・教育局 

ダニエラ・ザッハヴェ 教育・メディアリテラシー部長 

6 
Linda  SCHOLZ 

登記社団コンピュータープロジェクト・ケルン 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州青少年メディア

文化専門機関 

リンダ・ショルツ 専門職／メディア教育者 

7 

Florian  SEIDEL 
青少年メディアセンターConnect フュルト市青少

年・家族局 

フローリアン・ザイデル 
社会教育福祉士（ソーシャルエデュケーター） 

メディア教育者／センター長 

8 
Matthias  STOCK 登記社団ライプツィヒ子ども連合会 

マティアス・シュトック ユースワーク部門長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１日独青少年指導者セミナードイツ団 
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２．Ａ１日程 

 

日付 場所 時間 プログラム 

6 月 3 日 

（土） 
ドイツ 午後 フランクフルト国際空港 発 

6 月 4 日 

（日） 
東京 

午前 

午後 

 

羽田空港 着 

オリエンテーション 

青少年教育振興機構 概要説明 

6 月 5 日 

（月） 
東京 

午前 

 

午後 

 

 

講義：「若者を取り巻くメディア環境の現状について」 

静岡大学教育学部 准教授 塩田 真吾 氏 

訪問：文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジ

ェクトチーム／NTT ラーニングシステムズ 

団ミーティング 

6 月 6 日 

（火） 
東京 

午前 

 

午後 

 

講義：「ICT を活用した子供の援助希求を支援する取組」 

熊本市立帯山中学校 教頭 田中 慎一朗 氏 

訪問：品川区立八潮学園（品川区 ICT 活用重点校） 

団ミーティング 

6 月 7 日 

（水） 
東京 

午前 

午後 

 

東京プログラムの振り返り 

日独合宿セミナー（ディスカッション） 

歓迎夕食会 

6 月 8 日 

（木） 
東京 

午前 

午後 

夜 

日独合宿セミナー（ディスカッション） 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典 

レセプション 

6 月 9 日 

（金） 

東京 

兵庫 

午前 

午後 

夜 

淡路島へ移動 

施設オリエンテーション 

歓迎パーティー 

6 月 10 日 

（土） 
兵庫 

午前 

午後 

 

訪問：株式会社パソナ農援隊 

東京プログラムの振り返り 

団ミーティング 

6 月 11 日 

（日） 
兵庫 

午前 

午後 

 

 

 

 

体験：藍染め（施設プログラム） 

見学：姫路城 

訪問：一般社団法人ソーシャルメディア研究会 

   代表理事 竹内 和雄 氏 

（兵庫県立大学 准教授） 

団ミーティング 

6 月 12 日 

（月） 
兵庫 

午前 

午後 

訪問：鳴門教育大学附属中学校 

見学：ドイツ館（徳島県鳴門市） 

6 月 13 日 

（火） 
兵庫 

午前 

 

午後 

 

講義：「生成系 AI を取り巻く話題」 

   関西学院大学副学長兼教授 巳波 弘佳 氏 

訪問：南但馬自然学校 

団ミーティング 

6 月 14 日 

（水） 

兵庫 

東京 

午後 

 

東京へ移動 

団ミーティング 

6 月 15 日 

（木） 
東京 終日 

自主研修 

学習成果発表会の準備 

6 月 16 日 

（金） 
東京 

午前 

午後 

学習成果発表会 

自主研修 

6 月 17 日 

（土） 

東京 

ミュンヘン 

午前 

午後 

羽田空港 発 

ミュンヘン空港 着 
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３．Ａ１ダイジェスト 

 

＜６月５日（月）＞ 

○講義「若者を取り巻くメディア環境の現状について」 

講師：静岡大学教育学部 准教授 塩田 真吾 氏 

 

「日本の情報教育の現状」「ICT 活用・情報モラル教育

の具体例」の二部構成より、日本の若者を取り巻くメディ

ア環境について学んだ。実際の子どもたちのネット利用状

況やフィルタリングサービスの利用率、発生しているトラ

ブルをご紹介いただき、情報活用能力や情報モラル等の、

これからの時代を生きる上で必要になる能力について学

んだ。 

 

 

○訪問「文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチーム 

                          ／NTT ラーニングシステムズ」 

 説明者：文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチーム 

情報教育振興室 室長補佐 坂本 亜紀子 氏 

 

学校現場にてタブレットが活躍していることを受け、文

部科学省の担当部署の方からお話をいただいた。ICT を学

びの道具にし、賢い付き合い方を教える必要があると学ん

だ。また、学校教育の情報化の推進に関する法律について

も、ご教示いただいている。 

 

 

＜６月６日（火）＞ 

○講義「ICT を活用した子供の援助希求を支援する取組」 

 講師：熊本市立帯山中学校 教頭 田中 慎一朗 氏 

SNS を活用した新しい生徒指導の形について、実際の取り組みをもとにご説明いただ

いている。という生徒の心情を鑑み、匿名で生徒が生徒に相談できるピアサポートの視

点を入れたインターネット空間の運営をしていた。 

 

 

○訪問「品川区立八潮学園（品川区 ICT 活用重点校）」 

 実際の学校現場に訪問し、ICT 機器（主にタブレット）が授業にどう活用されている

のかを見学した。検索機能やロイロノートを活用した振り返りだけでなく、自身の動き

を確認するためにタイムシフトカメラを使用したりなど、様々な方法で活用していた。

授業見学後には、タブレット端末に対する教諭側の苦悩を伺った。 

60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月７日（水）～８日（木）＞ 

○日独合宿セミナー（ディスカッション） 

 過年度日本団（オンライン参加も含む）と合流し、若者を取り巻くメディア環境の現

状をテーマに、２日間にわたりディスカッションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日独青少年指導者セミナー５０周年記念式典 

 令和３（２０２１）年に５０周年を迎えた「日独青少年指導者セミナー」を記念して、

その成果を発表するとともに、日独間の今後の交流の在り方について協議した。 
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＜６月１０日（土）＞ 

○訪問「株式会社パソナグループ（株式会社パソナ農援隊、Awaji Kids Garden）」 

 説明者：株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 氏 

Awaji Kids Garden 園長 井上 靖佳 氏 

Awaji Kids Garden 本間 優子 氏 

 

農家レストラン陽・燦燦を会場に、「株式会社パソナグループ」の淡路島における事

業視察が行われた。 

はじめに、「日本の地域農業を支える“強い農業者”の育成」を理念として掲げてい

る、株式会社パソナ農援隊の取り組みを紹介していただき、地方における農業等の地域

資源の活用について学んだ。 

続いて、陽・燦燦に隣接する「Awaji Kids Garden」の取り組みを紹介していただくと

ともに実際に活動の様子を見学した。淡路の豊かな自然の中で、様々な国籍のリーダー

と共に五感をフルに使ってノビノビと活動をする幼児たちの姿から、自然体験活動が子

どもたちに与える効果について感じることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月１１日（日）＞ 

○取組説明・プログラム体験「国立淡路青少年交流の家」 

国立淡路青少年交流の家及び日本における青少年教育の概要について説明を受けた

後、国立淡路青少年交流の家で研修支援プログラムとして行っている「藍染め」を体験

し、隣接する徳島県の伝統文化について触れる機会となった。 
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○視察「姫路城」 

世界遺産にも登録されている「姫路城」を視察することで、日本の歴史と文化につい

て触れる機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○訪問「一般社団法人ソーシャルメディア研究会」 

 説明者：代表 竹内 和雄 氏 他４名 

第１部では、研究会に所属する学生から「ソーシャルメディア研究会」の取り組みの

説明を受けた。第２部では、研究会の代表兼兵庫県立大学教授の竹内和雄氏よりご講演

をいただき、ネット利用率など、日本の青少年のメディア利用に関するデータについて

説明を受けた。第３部の意見交換では、第２部までの内容をもとに、日本とドイツのメ

ディア利用の違いについて意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月１２日（月）＞ 

○訪問「鳴門教育大学附属中学校」 

 説明者：校長 大泉 計 氏   教頭 東條 みどり 氏 

主幹教諭 岩山 敦志 氏 

授業者：技術・家庭科 岩山 敦志 氏   書写 北尾 芹菜 氏 

英語 福池 美佐 氏 

 

はじめに３つの授業の見学を行った。技術では HP 作成の授業を見学し、ドイツとのカ

リキュラムの違いを知った。書写の授業では、書写を体験させていただき、日本の文化

に触れる機会となった。英語の授業では、タブレット端末を用いて「おすすめ料理」を

プレゼンする活動の中に参加する形で、日本の ICT を活用した教育を体験することがで

きた。 
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授業見学後は、先生方と日本とドイツの「学校」、「家庭」におけるメディア利用へ

の指導の仕方などについて意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇訪問「鳴門市ドイツ館」 

説明者：館長 森 清治 氏 

国際交流員 シュトライヒ ダリオ 氏 

１００年前から始まった鳴門市とドイツの交流の歴史について学んだ。また、ドイツ

村公園（板東俘虜収容所跡地）にあるドイツ兵慰霊碑に献花を行い、これからの「日独

交流」の発展を祈念した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月１３日（火）＞ 

〇訪問「関西学院大学」 

説明者：副学長 兼 情報化推進機構長 巳波 弘佳 氏 

「生成 AI にどのように向き合うか？」というテーマで、生成 AI が大学教育にもたら

している影響について説明を受けた。続いて、AI をどのように使いこなすか、AI を使い

こなす人材をどのように育成するかについて、関西学院大学の取り組みを中心に説明を

受けた。最後に、ドイツにおける生成 AI が教育にもたらしている影響や、人材育成につ

いて説明をし、今後、生成 AI にどのように向き合うかについて意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

64



〇訪問「兵庫県立南但馬自然学校」 

説明者：校長 田村 純一 氏 

指導課長：山本 雅裕 氏 

主任指導主事：田中 昌史 氏 

 

兵庫県の小学５年生を対象とした４泊５日以上の自然体験活動事業である「自然学

校」の受け入れを行っている、豊かな自然と充実したプログラムが魅力の施設を訪問し、

施設紹介では五感をフルに使いながら、希少なモリアオガエルが生息する池などの豊か

な自然を見学したり、施設で採取したミツマタを用いた「紙すき」を体験したりした。

ディスカッションでは、小学生の自然体験活動について、互いに紹介を行った。また、

自然体験活動における ICT の活用方法についても意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月１６日（金）＞ 

○学習成果発表会 

２週間で学んだことを「①ドイツで議論されている内容及び課題」「②日本で特徴的

だった内容」「③日独の共通点と相違点」「④ドイツでも実践したい考え方や取り組み」

の観点からまとめ、学習成果発表会を行った。ハイブリッド形式で開催したため、訪問

先や地方施設職員と、例年よりも幅広い方々に発表を聞いていただいた。 

65



４．Ａ１学習成果発表会 
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５． Ａ２参加者名簿 

 

 氏  名 
所 属 機 関 

役   職 等 

団長 
Nauka MIURA ベルリン日独センター 日独青少年交流部 

三浦なうか 部長、A2 団長 （政治学修士） 

1 
Stefanie  BURKE-HÄHNER 労働者福祉団 AWO ハイデルベルク郡独立市支部 

シュテファニー・ブアケ＝ヘーナー 支部長（経営学修士） 

2 
Kerstin  HOFMANN ベルリン州リヒテンベルク区役所 青年局 

ケアスティン・ホーフマン 家庭支援策調整室長（哲学修士、社会教育福祉学修士） 

3 

Frank  JUST アルテンブルク郡庁 

フランク・ユスト 
社会福祉・青少年・保健局長 

青少年局担当兼務（社会教育福祉学修士） 

4 
Gabriele  LEHNERS アンマーラント郡市民大学 

ガブリエーレ・レ―ナース 居場所事業担当（社会教育福祉専門職） 

5 

Johannes  MEYER 
ドレスデン生産学校（ザクセン州ドレスデン市リスキリ

ング＆スキルアップ機構附属） 

ヨハネス・マイヤー 
生産学校長、生産学校担当部長 

（ソーシャルワーク・社会変動対応学修士） 

6 

Simon  PETERSEN 
労働者福祉団 AWO ハンブルク都市州支部 

AWO ハンブルク青少年連合 

ジーモン・ペーターゼン 

青少年団体活動担当、メンター事業・社会奉仕活動コー

ディネーター（国家認定ソーシャルワーカー・社会教育

福祉学士） 

7 

Michaela  RÖDER 保育施設「プレイルーム」 

ミヒャエラ・レーダー 
園長、単科大学講師（ソーシャルワーク学講座） 

（幼年教育学士、ソーシャルワーク学修士） 

8 

Sybille  SURYANA ドイツ児童保護連盟ヴュルツブルク郡支部 

ジビレ・スリヤーナ 
ボランティアマネジメント担当（社会教育福祉学修士、

難民・移民対象国際ソーシャルワーク学修士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ２日独青少年指導者セミナードイツ団 
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６．日程 

 
日付 場所 時間 プログラム 

6 月 3 日 

（土） 
ドイツ 午後 フランクフルト国際空港 発 

6 月 4 日 

（日） 
東京 

午前 

午後 

 

羽田空港 着 

オリエンテーション 

青少年教育振興機構 概要説明 

6 月 5 日 

（月） 
東京 

午前 

午後 

 

 

 

訪問：認定 NPO 法人フリースペースたまりば 

講義：「日本における子供と若者の貧困の現状について」 

NPO 法人山科醍醐こどものひろば 

理事長 村井 琢哉 氏 

団ミーティング 

6 月 6 日 

（火） 
東京 

午前 

 

午後 

 

 

 

講義：「子どもの居場所をめぐる論点」 

青少年教育研究センター 大山 宏 氏 

説明：「渋谷区こどもテーブルに関する説明」 

社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会 石嶋 瑛一 氏 

訪問：代々木こどもテーブル 春の小川 

団ミーティング 

6 月 7 日 

（水） 
東京 

午前 

午後 

 

東京プログラムの振り返り 

日独合宿セミナー（ディスカッション） 

歓迎夕食会 

6 月 8 日 

（木） 
東京 

午前 

午後 

夜 

日独合宿セミナー（ディスカッション） 

日独青少年指導者セミナー50 周年記念式典 

レセプション 

6 月 9 日 

（金） 

東京 

福井 

午前 

午後 

夜 

若狭湾へ移動 

施設オリエンテーション 

歓迎パーティー 

6 月 10 日 

（土） 
福井 

午前 

午後 

 

見学・体験：大敷網漁 

訪問：子ども食堂「おむすびころりん」 

東京プログラムの振り返り 

6 月 11 日 

（日） 
福井 

午前 

午後 

 

見学・体験：田鳥棚田見学と永源寺座禅体験 

訪問：若狭湾農家訪問（島光家） 

団ミーティング 

6 月 12 日 

（月） 
福井 

午前 

午後 

 

訪問：児童養護施設 一陽 

訪問：子ども食堂青空 

団ミーティング 

6 月 13 日 

（火） 
福井 

午前 

午後 

 

訪問：ものづくり美学舎・熊川宿若狭美術館 

訪問：みんなの居場所 with ふくい 

団ミーティング 

6 月 14 日 

（水） 

福井 

東京 

午後 

 

東京へ移動 

団ミーティング 

6 月 15 日 

（木） 
東京 終日 

自主研修 

学習成果発表会の準備 

6 月 16 日 

（金） 
東京 

午前 

午後 

学習成果発表会 

自主研修 

6 月 17 日 

（土） 

東京 

ミュンヘン 

午前 

午後 

羽田空港 発 

ミュンヘン空港 着 
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７．Ａ２ダイジェスト 

 

＜６月５日（月）＞ 

○訪問「認定 NPO 法人フリースペースたまりば」 

説明者：理事長 西野 博之 氏 

 

認定 NPO 法人フリースペースたまりばは、川崎市内で不

登校児童生徒やひきこもり傾向にある若者たち、様々な障

がいのある人たちと共に地域で育ちあう場づくりを行って

いる。今回は「子どもと若者の貧困問題」をテーマに、フ

リースペースたまりばの取り組みをご紹介いただいた。 

 

 

○講義「日本における子どもと若者の貧困の現状について」 

 講師：NPO 法人山科醍醐こどものひろば 理事長 村井 琢哉 氏  

 

本プログラムでは、教育の役割やひろば（居場所）の

役割について学んだ。子どもを取り巻く状況として、貧

困率や学費の推移、虐待数やいじめ・不登校数等、具体

的な数字と共に、それらを解決するための糸口について

協議した。 

 

 

＜６月６日（火）＞ 

○講義「子どもの居場所をめぐる論点」 

 講師：青少年教育研究センター 大山 宏 氏  

「居場所」に焦点を当て、ディスカッションを交えた講義を受けた。子どもを「お客

様」にせずに居場所をつくるために、大人は何をどこまですることができるのか、各々

の経験を踏まえ学びを深めた。 
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○説明「渋谷区こどもテーブルに関する説明」 

 講師：社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会 石嶋 瑛一 氏 

○訪問「代々木こどもテーブル 春の小川」 

 

渋谷区社会福祉協議会が行っている子ども食堂事業について、ご紹介をいただいた。

全国的な子ども食堂の動向についてご教示いただき、子ども食堂の広がりと多様化につ

いて学んだ。説明を受けた後、実際に活動している団体に訪問し、子どもたちやボラン

ティアスタッフと交流している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月７日（水）～８日（木）＞ 

○日独合宿セミナー（ディスカッション） 

過年度日本団（オンライン参加も含む）と合流し、子どもと若者の貧困をテーマに、

２日間にわたりディスカッションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日独青少年指導者セミナー５０周年記念式典 

 令和３（２０２１）年に５０周年を迎えた「日独青少年指導者セミナー」を記念して、

その成果を発表するとともに、日独間の今後の交流の在り方について協議した。 
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＜６月９日（金）＞  
○取組説明「国立若狭湾青少年自然の家の利用状況等について」  

 国立若狭湾青少年自然の家の利用状況や利用団体に提供している海の活動プログラ

ムの概要、幼児を対象に海や山での自然体験を行っている「わかさわんしぜんはともだ

ち」事業について説明を受けた。 

 
 
＜６月１０日（土）＞  
○体験「大敷網見学体験」  

 若狭地域の産業の特色の一つである漁業について触れる体験として、若狭町世久見の

大敷網（定置網）の水揚げを見学した。朝４時半に港を出航し、船上から朝日を眺めな

がら、大敷網漁の様子や水揚げされた魚の選別など、漁業の現場を知ることができた。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○訪問「子ども食堂おむすびころりん」  
 説明者：宇野 千春 氏  

 小浜市遠敷で開催している子ども食堂を訪問し、その取り組みを視察するともに、ド

イツ語講座を行うことで参加している子どもたちや保護者との交流を深めた。さらに、

スタッフとの対話を通して、子ども食堂を始めたきっかけやそこに関わる動機などの理

解を深めた。 
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○体験「スノーケリング」  
 国立若狭湾青少年自然の家の活動プログラムの一つであるスノーケリングを体験し

た。短い時間ではあったが、若狭湾の海の透明度の高さを知る機会となった。 

 
 
＜６月１１日（日）＞  
○体験「田烏の棚田見学と座禅体験」  
 講師：永源寺 松島 寛久 氏  
    妙徳寺 リッター天心 氏、長谷 眞吉 氏  

 国立若狭湾青少年自然の家の地元である田烏地区の棚田を見学しながら、松島氏より

この地域にゆかりのある平安時代末期の歌人二条院讃岐姫の話を聞き、ドイツ人の尼僧

リッター氏による座禅体験を行うことで、地域の歴史文化をより深く知ることができ

た。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
○体験「若狭町の農家訪問」と「交流会」 

講師：若狭のお百姓 島光 -shimahikari- 島光 毅 氏 

島光 敦子 氏 

 若狭地域の産業の一つである農業について触れる機会として、若狭町海士坂で農業を

営む島光夫妻とともに田んぼの見学や海士坂地区の散策をし、日本の農村の自然を感

じ、地域の人たちとも交流できる時間であった。また、島光家で夕食をいただき、団員

同士やスタッフ、島光家との交流する時間となった。 
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＜６月１２日（月）＞  
〇訪問「児童養護施設 一陽」  
 説明者：施設長 前之園 ゆりか 氏  
     自立支援室長 嶋﨑 正敏 氏  

  
小規模グループケア施設である児童養護施設、児童家

庭支援センター、子育て支援センターの３事業を展開し、

子どもから大人まで統合的な支援の取り組みについて説

明を受けた。また、対応事例を通して、子どものみなら

ず家族丸ごとの支援や施設を退所後の継続的な支援な

ど、様々な支援の在り方を学んだ。 

 
 
○訪問「こども食堂 青空」  
 説明者：一般社団法人 青空 代表 中村 幸恵 氏  

 こども食堂の取り組みをはじめ、コロナ禍での継続のための工夫、他のこども食堂と

のネットワーク、学習会の開催など金銭面だけではなく「つながり」の貧困が課題とな

っている中、地域の中で「何気ない日常」を支え、支えられるというお互いさまの関係

を築くこと目標として取り組んでいる様々な内容の紹介を受けた。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜６月１３日（火）＞  
〇訪問「若狭ものづくり美学舎」  
 説明者：代表 長谷 光城 氏  

 幼児から高齢者までが学び合う各種美術講座をはじめ、適応指導教室や通信制高等学

校、障がい者の就労継続支援など教育と福祉の分野を美術活動でつなげる事業の紹介と

合わせて、障がい者アート、現代美術、子ども美術の作品を同等に展示する「熊川宿若

狭美術館」を見学し、共生社会を目指す取り組みを学んだ。 
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〇訪問「一般社団法人 みんなの居場所 with ふくい」 

 説明者：代表理事 須磨 航 氏 

 子どもの居場所を地域のコミュニティーの中心となっているショッピングセンター

内に設け、子どもたちが地域の中で過ごし「ここにいていいんだよ」と思えるような環

境を整える取り組みの紹介を受けた。また、定時制に通う高校生やヤングケアラーへの

支援も行っており、様々な子どもたちとっての居場所必要性を知る機会となった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月１６日（金）＞ 

○学習成果発表会 

２週間で学んだことを「①ドイツで議論されている内容及び課題」「②日本で特徴的

だった内容」「③日独の共通点と相違点」「④ドイツでも実践したい考え方や取り組み」

の観点からまとめ、学習成果発表会を行った。ハイブリッド形式で開催したため、訪問

先や地方施設職員と、例年よりも幅広い方々に発表を聞いていただいた。 
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８．Ａ２学習成果発表会 
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９．成果と課題（国際・企画課） 

 

（１）Ａ１ 

  世界各国におけるデジタル化や昨今における新型コロナウイルス感染症流行に伴い、

オンライン○○やリモート○○等の急速なＩＣＴ環境の整備が進められている。日本に

おいても「学校現場でのタブレット端末の配布（ＧＩＧＡスクール構想）」や「テレワ

ーク」が急速に普及し、人々の生活スタイルを大きく変えた。しかし、身近にＩＣＴ機

器が増え簡単に情報にアクセスできるようになった分、「情報モラル」や「情報リテラ

シー」等、個人に求められることも多くなった。 

  そこで本プログラムでは、コロナ禍を経て変化した日本のメディア環境の現状や取組

をドイツ団に理解してもらうため、東京プログラムでは、区のＩＣＴ活用重点校に認定

されている学校現場への訪問や、ＧＩＧＡスクール構想を先導している文部科学省担当

職員、ＳＮＳを活用した独自の実践を重ねている方々と交流した。地方プログラムに移

動した後は、地方独自の体験や日本の文化に触れつつ、ソーシャルメディアに関する問

題を解決するために奔走する学生団体や地方国立大学附属中学校に訪問したり、最先端

の生成系ＡＩを研究する教授と議論をしたりしている。 

  今回のプログラムにおいては、タブレット端末というハードが普及されたことによっ

て生じた影響や課題に関しては、現場視察や意見交換によって重点的に学ぶことができ

た。しかし、そのハードを活用して、どんなことができるようになったのかを学べるタ

イミングは少なかった。メディア環境というテーマは幅が広いため、ドイツ団の意見を

踏まえつつトレンドを汲み取った内容を検討する必要がある。 

 

（２）Ａ２ 

  日本における子どもと若者の貧困の現状と課題や、それらに対する取り組みをドイツ

団に理解してもらうため、東京プログラムでは、川崎市子どもの権利に関する条例に準

じた子どもの居場所づくりのための取り組み、日本の子どもと若者のへの貧困対策に関

する講義、実際に支援している子ども食堂、活動している団体同士のネットワークを構

築する協議会等を訪問先として選定した。また、地方プログラムにおいても、地域資源

の活用という視点をもちつつ、子ども食堂や児童養護施設、ショッピングモールに設置

されたコミュニティーセンター等、多様な訪問先を選定している。 

  今回、多様な施設訪問や意見交換を重ねたことで、子どもや若者の貧困の現状につい

て、日独の比較をしつつ学ぶことができた。「教育格差による貧困」「居場所等の開放型

事業は安定財源を確保しにくい」「専門人材不足」等が共通点としてあげられ、「子ども・

若者の自殺率が高い」「児童相談所での業務逼迫」「子ども・若者の自治に委ねられてい

る施設の有無」が相違点だと述べていた。それらを踏まえたうえで、多世代を巻き込む

事業の注目度・重要性は高いため、これから先の自身の活動等について熟慮していた。 

  だが、Ａ１に関してもそうだが、ドイツ団員より一つの訪問先に割く時間がもう少し

欲しかったという意見があがった。予算の都合上、公共交通機関による移動が中心だっ

たが、訪問先のルート等を整理することで移動時間を縮小でき、その分意見交換等の時

間に充当することができたと思われる。その辺りの時間調整を、次年度以降注意する必

要がある。 

 

最後に、本事業を通して、プログラムに関わっていただいた全ての皆さまに心より感

謝申し上げる。今後も参加者の要望を踏まえ両国の発展につながるプログラムを企画し

ていきたい。 
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独立行政法人 国立青少年教育振興機構 国際・企画課 

http://www.niye.go.jp 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

TEL 03-6407-7725 

 

 本報告書は、文部科学省の委託事業「青少年国際交流推進事業」として、独立行政法人

国立青少年教育振興機構が実施した令和 5年（2023）年度「日独青少年指導者セミナーＡ

１・Ａ２」の成果を取りまとめたものです。 

 従って、本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省の承認手続きが必要です。 


